
戦
国
大
名
北
畠
氏
の
権
力
構
造

一
特
に
大
和
宇
陀
郡
内
一
揆
と
の
関
係
か
ら
i

西

山

克

（
要
約
】
　
本
稿
は
、
戦
国
大
名
北
畠
氏
の
権
力
構
造
の
中
に
、
字
陀
郡
内
一
揆
を
如
何
に
構
造
的
に
組
み
込
む
か
、
と
い
う
課
題
に
随
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
戦
国
期
の
宇
陀
郡
に
は
、
郡
内
一
望
と
そ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
個
劉
領
主
の
「
方
」
集
団
と
が
重
層
的
に
存
在
し
、
更
に
そ
れ
ぞ
れ
に

対
応
す
る
謡
講
と
領
中
法
度
が
や
は
り
重
層
的
に
存
在
し
た
。
個
別
領
主
の
「
方
」
集
団
内
部
に
は
、
与
力
・
同
名
衆
が
含
ま
れ
た
が
、
広
義
に
は
富
村

も
そ
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
集
隅
内
に
於
け
る
縦
の
紐
帯
の
契
機
は
、
横
の
連
合
の
契
機
に
明
ら
か
に
優
越
し
て
い
た
。
戦
国
大
名
北

畠
氏
は
原
則
的
に
は
宇
陀
郡
を
郡
内
一
揆
の
自
治
区
と
し
て
容
果
せ
ず
、
有
事
に
於
て
の
み
個
別
領
主
を
そ
の
軍
役
体
系
内
部
に
編
成
し
た
。
そ
し
て
軍

役
体
系
の
基
本
単
位
と
し
て
の
個
別
領
主
制
の
維
持
の
た
め
に
、
一
族
・
同
名
・
被
宮
衆
に
対
す
る
惣
領
支
配
の
擁
護
に
腐
心
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
六
二
巻
二
号
　
一
九
七
九
年
三
月

ノ
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序

章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
か
つ
て
勝
俣
鎮
夫
氏
が
「
相
良
氏
法
度
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
の
中
で
、
戦
国
期
の
相
良
氏
権
力
を
規
制
す
る
三
郡
（
求
摩
・
八
代
・
芦
北

郡
）
郡
中
言
の
存
在
を
考
証
さ
れ
て
以
来
、
戦
国
大
名
の
権
力
構
造
の
中
に
一
揆
（
特
に
郡
中
惣
）
を
如
何
に
構
造
的
に
位
置
付
け
る
か
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
う
問
題
が
、
極
め
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
の
重
要
さ
は
、
勝
俣
論
文
に
対
す
る
服
部
英
雄
氏
の
精
緻
な
批
判

が
出
さ
れ
た
後
も
決
し
て
変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
素
材
を
戦
国
大
名
北
畠
氏
と
大
和
宇
陀
郡
内
一
揆
に
と
り
、
前

者
の
権
力
構
造
の
中
に
後
者
が
如
何
に
構
造
的
に
組
み
込
ま
れ
た
か
、
と
い
う
課
題
に
、
　
一
つ
の
試
案
を
提
示
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
た
だ
十

四
世
紀
の
内
乱
期
に
伊
勢
国
司
と
し
て
領
国
経
営
に
乗
り
出
し
、
伊
勢
・
大
和
国
境
附
近
の
欝
蒼
た
る
山
間
（
一
志
郡
多
気
）
で
、
常
に
臨
戦
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体
制
を
取
り
続
け
た
こ
の
特
異
な
戦
国
大
名
の
歴
史
は
、
天
正
四
（
一
五
七
六
年
目
年
に
於
け
る
三
瀬
御
所
北
轟
具
教
の
非
業
の
死
と
、
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

続
く
北
畠
氏
の
族
滅
の
帷
の
背
後
で
、
容
易
に
そ
の
全
貌
を
明
か
そ
う
と
は
し
な
い
。
か
つ
て
瀬
田
勝
哉
氏
が
、
北
愚
領
国
下
一
志
郡
小
罪
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

在
地
徳
政
を
検
討
さ
れ
た
蒔
も
、
こ
の
戦
国
大
名
権
力
は
在
地
徳
政
衆
の
上
層
部
に
、
穂
政
と
は
何
の
関
わ
り
も
持
た
ず
存
在
す
る
の
み
で
、
そ

の
実
態
は
一
向
に
明
ら
か
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
現
状
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
ま
ず
北
畠
氏
の
輪
郭
を
鮮
明
に
す
る
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

そ
の
関
係
文
書
を
蒐
集
・
整
理
し
、
権
力
の
諸
段
階
を
確
定
し
た
後
、

　
①
『
日
本
社
会
経
済
史
研
究
』
中
世
編
（
一
九
六
七
こ
口
所
収

　
②
　
同
茂
「
戦
国
相
良
氏
の
三
郡
支
配
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
八
十
六
編
第
九
号
所
紋
）

　
③
伊
勢
国
司
北
畠
氏
の
研
究
は
、
斎
藤
拙
堂
『
伊
勢
国
司
綱
手
』
（
天
保
十
二
年
）

　
　
や
大
西
源
一
氏
『
北
畠
氏
の
研
究
』
　
（
一
九
六
二
年
）
．
の
枠
を
未
だ
に
越
え
て
は

　
　
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
④
　
同
氏
「
中
世
宋
期
の
在
地
徳
政
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
七
十
七
編
第
九
号
所
収
）

　
⑤
　
戦
国
期
の
宇
陀
郡
お
よ
び
宇
陀
郡
内
一
揆
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
と
北
畠
氏
と
の

　
　
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
文
献
が
あ
る
。

　
　
　
秋
永
政
孝
氏
「
中
世
武
士
団
の
系
譜
1
〈
沢
氏
古
文
書
〉
を
中
心
に
…
」
（
『
奈

　
　
　
良
文
化
女
子
大
学
紀
要
』
四
所
収
）

　
　
　
『
菟
田
野
町
史
』
歴
史
・
中
世
（
一
九
六
八
年
）

　
　
　
松
山
宏
氏
『
日
本
中
世
都
市
の
研
究
』
第
三
編
第
～
章
「
戦
国
時
代
の
北
畠
氏

そ
の
宇
陀
郡
な
い
し
宇
陀
郡
内
一
揆
支
配
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
の
支
配
と
大
河
内
」
（
一
九
七
三
年
）

　
　
　
　
村
田
修
三
氏
「
戦
国
期
の
宇
陀
郡
の
在
地
構
造
」
（
『
奈
良
歴
史
通
信
』
第
十
一

　
　
　
号
所
収
）
、
以
下
村
珊
論
文
と
称
し
た
場
合
は
全
て
こ
れ
に
よ
る
。

　
　
　
　
な
お
参
考
の
た
め
、
北
畠
氏
略
系
閣
を
次
に
掲
げ
る
。
基
本
的
に
『
尊
卑
べ
分
脈
』

　
　
　
に
依
っ
た
も
の
で
、
数
宇
は
伊
勢
園
司
な
ら
び
に
家
督
の
継
承
順
次
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
内
木
造

1
親
房
一

…
顕
家

　
　
②

1
顕
信

　
　
①

1
顕
能

1
鑛
俊
…
俊
通
－
俊
康
－
持
康
一
教
親
－
政
宗

　
　
　
　
　
④
　
　
⑥
　
　
　
　
　
⑥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

墨
趨
、
教
具
、
政
郷
（
逸
方
塗
材
親
（
具
方
了
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－
晴
具
（
鵡
真
掬
⊥

一
具
房

－
具
豊
（
茶
菱
・
信
意
・
自
己
）

第
一
章
　
北
畠
氏
発
給
文
書
と
権
力
の
諸
段
階

第
一
節
　
国
宣
と
そ
の
形
骸
化

　
益
益
氏
は
村
上
天
皇
の
子
豊
平
親
王
を
祖
と
す
る
村
上
源
氏
で
あ
り
、
元
来
は
久
我
を
称
し
た
が
、
雅
語
（
文
永
五
年
十
一
月
三
日
麗
去
）

の
代
に
至
っ
て
洛
北
北
畠
に
住
居
し
、
北
畠
と
改
称
し
た
。
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
か
ら
建
武
政
府
を
経
て
室
町
幕
府
の
確
立
に
至
る
動
乱
期
に
、
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南
朝
有
数
の
組
織
的
軍
事
力
と
し
て
各
地
を
転
戦
し
た
北
畠
一
族
に
つ
い
て
は
多
言
を
要
し
ま
い
。
こ
の
北
算
氏
が
伊
勢
国
司
に
就
任
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
延
元
三
（
一
三
三
八
）
年
閏
七
月
、
親
房
の
子
顕
能
の
代
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
後
、
南
北
朝
合
一
前
後
ま
で
芸
能
・
顕
信
・
顕
泰
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

計
三
代
の
在
職
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
代
の
時
期
、
伊
勢
国
司
の
意
志
を
下
達
す
る
文
書
様
式
は
、
伊
勢
国
司
袖
判
御
教
書
で
あ
っ
た

（
付
表
1
・
伊
勢
国
司
袖
判
御
教
書
表
参
照
）
。

　
〕
　
　
　
　
　
（
北
畠
顕
泰
）

　
A
　
　
　
　
　
（
花
押
）

〔
　
任
三
兀
弘
以
来
之
　
勅
裁
丼
両
御
代
国
宣
↓
恩
賞
新
所
等
悉
知
行
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
由
、
依
昌
北
畠
右
大
将
家
仰
↓
執
達
如
レ
件

　
　
元
中
九
年
十
一
月
一
日
　
中
務
大
輔
兼
顕
奉

　
古
和
一
族
中

　
古
和
文
書
（
度
会
郡
南
島
町
古
和
浦
八
柱
神
社
蔵
）
中
の
右
北
畠
顕
貴
紬
判
御
教
書
は
、
元
弘
以
来
の
勅
裁
と
両
御
代
（
北
畠
顕
能
・
顕

信
）
の
国
宣
に
任
せ
、
古
和
「
軍
忠
」
一
族
の
恩
賞
心
意
を
安
堵
し
た
も
の
で
あ
る
。
既
に
相
田
二
郎
氏
も
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

国
宣
の
形
式
に
「
袖
加
凋
奉
書
」
の
も
の
が
あ
り
、
特
に
陸
奥
国
司
北
畠
氏
の
国
宣
は
そ
の
最
も
顕
著
な
も
の
で
あ
っ
た
。
伊
勢
国
司
袖
判
御

教
書
が
こ
の
系
列
下
の
伊
勢
国
国
宣
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

　
現
在
、
顕
彰
・
顕
僧
・
顕
泰
三
代
の
時
期
に
は
、
九
通
の
当
該
文
書
を
検
出
し
得
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
軍
役
催
促
・
兵
餌
料
所
宛
行
・

恩
賞
料
所
安
堵
・
治
安
確
保
等
に
つ
い
て
、
地
域
的
に
は
度
会
・
飯
高
・
三
重
・
安
西
・
朝
明
・
一
志
郡
等
ほ
ぼ
御
筆
一
国
規
模
で
、
被
官
お

よ
び
荘
園
領
主
（
乃
至
荘
園
住
民
）
宛
に
発
給
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
大
部
分
が
軍
役
奉
仕
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
北
朝
補
任
守
護
の

伊
勢
支
配
が
進
展
す
る
中
で
、
該
当
時
期
に
於
け
る
伊
勢
国
司
の
領
域
支
配
が
ほ
ぼ
窒
息
さ
せ
ら
れ
、
各
地
の
南
朝
方
国
人
に
対
す
る
軍
事
指

揮
権
に
よ
り
、
臨
戦
体
制
下
の
国
司
権
力
を
維
持
し
て
い
た
事
実
が
知
ら
れ
る
。
か
か
る
伊
勢
国
司
権
力
の
存
在
型
態
は
、
南
北
両
朝
合
一
後
、

北
畠
満
雅
の
家
督
相
続
と
共
に
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
応
永
九
（
一
四
〇
二
）
年
十
月
十
日
、
顕
泰
の
亮
去
と
共
に
四
代
北
畠
満
雅
は
家
督
を
継
い
で
い
る
。
彼
は
応
永
二
十
一
（
一
四
一
四
）
年
と
正
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⑤

長
元
（
一
四
二
八
）
年
、
後
亀
由
天
皇
の
皇
孫
小
倉
宮
詣
承
を
奉
じ
て
販
し
、
正
長
元
年
十
二
月
二
十
一
日
、
安
濃
郡
岩
田
の
合
戦
に
敗
死
し
た
。

彼
の
劇
的
な
生
涯
は
、
伊
勢
国
司
権
力
が
南
朝
の
解
体
に
伴
い
室
町
幕
府
一
守
護
体
制
下
に
組
織
さ
れ
、
や
が
て
戦
国
大
名
に
転
身
す
る
過
渡

期
に
位
置
し
て
お
り
、
顕
能
・
顕
信
・
顕
爵
の
時
期
と
比
較
し
て
明
ら
か
に
異
な
る
幾
つ
か
の
変
容
が
存
在
す
る
。

　
第
一
に
袖
判
の
無
い
御
教
書
の
出
現
で
あ
る
。
北
畠
満
雅
の
伊
勢
国
司
御
教
書
は
、
管
見
の
範
囲
内
で
七
通
検
出
し
得
て
い
る
が
、
そ
の
全

て
が
袖
判
を
有
さ
な
い
。
か
か
る
傾
向
は
続
く
五
代
教
具
の
執
政
初
期
に
若
干
確
認
さ
れ
る
以
外
は
、
六
代
政
郷
期
に
文
明
三
（
一
四
七
一
）
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

七
月
二
十
九
爲
付
御
教
書
を
見
出
す
の
み
で
あ
っ
て
、
満
雅
と
教
具
初
期
の
固
有
の
傾
向
と
考
え
て
よ
い
。
内
容
的
に
は
、
兵
穣
料
所
宛
行
・

所
領
所
職
安
堵
・
闘
所
地
知
行
安
堵
等
で
あ
り
、
宛
先
な
い
し
対
象
地
の
範
囲
は
南
勢
五
郡
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
満
雅
期
以
降
の
伊
勢
国
司

は
、
室
町
幕
府
一
守
護
体
制
下
で
事
実
上
半
国
（
南
勢
五
郡
）
守
護
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
宛
先
な
い
し
対
象
地
の
範
囲
が
南
勢
下
郡
に

集
約
さ
れ
た
の
は
そ
の
意
味
で
凝
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
内
容
的
に
領
国
内
の
治
安
確
保
な
る
統
治
権
的
性
格
が
払
拭
さ
れ
、
寺
領
を
含

め
た
知
行
宛
行
・
安
堵
に
そ
の
性
格
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
し
か
も
こ
の
知
行
宛
行
・
安
堵
の
御
教
書
は
、
以
後
伊
勢

　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

国
司
の
家
督
継
承
時
や
、
あ
る
い
は
宛
先
者
の
家
督
継
承
時
・
住
持
職
相
伝
時
に
形
式
的
に
発
給
さ
れ
る
も
の
が
大
部
分
で
、
極
め
て
儀
礼
的

で
静
態
的
な
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
満
雅
期
以
降
の
伊
勢
国
司
御
教
書
は
、
伊
勢
国
司
権
力
の
象
徴
と
し
て
未
だ
至
高
の
文
書
様
式
で
は
あ

っ
た
が
、
個
別
具
体
的
な
臨
機
応
変
性
は
失
わ
れ
、
も
は
や
領
国
支
配
の
深
化
に
対
応
し
得
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
満
雅
期
一
教
具
執
政
初
期

に
伊
勢
国
司
御
教
書
か
ら
袖
判
が
消
失
し
た
の
は
、
そ
の
機
能
の
低
下
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
教
具
期
か
ら
袖
判
が
復
活
し
て
も
、
機
能

の
低
下
を
回
復
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
二
節
　
北
畠
氏
判
物
の
出
現

　
伊
勢
国
司
袖
判
御
教
書
の
機
能
低
下
に
伴
い
、
満
雅
期
か
ら
新
た
に
二
種
の
文
書
が
姿
を
現
し
、

氏
奉
行
人
（
山
室
）
奉
書
が
こ
れ
で
あ
る
。
後
者
は
奇
石
に
譲
り
前
者
の
検
討
を
行
な
お
う
。

そ
れ
を
補
填
す
る
。
北
畠
氏
判
物
と
北
畠



戦国大名北畠氏の権力構造（西山）

瑚
　
就
昌
目
田
罷
頭
隠
關
所
豊
麗
↓
委
細
承
候
、
先
規
至
レ
無
晶
引
錦
芋
一
塁
、
任
二
前
≧
筋
目
一
可
レ
被
晶
闘
所
一
盛
、
万
一
申
塵
事
レ
之
者
、
重
而
不
審
可
レ
申
候
也
、

〔　
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
畠
晴
具
）

　
　
　
二
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
沢
兵
部
大
輔
と
の
へ
　
　
　
⑩

　
こ
れ
は
目
田
龍
頭
庵
の
錦
蔦
成
敗
権
を
沢
兵
部
大
輔
宛
に
再
保
証
し
た
北
畠
修
繕
判
物
で
あ
る
。
伊
勢
国
司
袖
判
御
教
書
の
閾
所
地
給
与
・

安
堵
に
比
較
し
て
、
在
地
に
於
け
る
個
別
具
体
的
な
紛
争
処
理
の
性
格
が
強
く
、
そ
の
意
味
で
領
国
支
配
の
深
化
に
よ
る
案
件
の
多
様
化
に
対

応
す
る
様
式
で
あ
る
。
内
容
の
幅
は
極
め
て
広
く
、
棟
別
銭
停
止
・
知
行
安
堵
・
感
状
か
ら
書
状
様
の
も
の
ま
で
存
在
す
る
。
た
だ
被
発
給
者

に
は
偏
が
見
ら
れ
、
沢
氏
古
文
書
（
宇
陀
郡
国
人
沢
氏
）
中
に
航
し
い
判
物
が
検
出
さ
れ
る
一
方
、
佐
藤
文
書
（
一
志
郡
国
人
佐
藤
氏
）
・
古
和

文
書
（
度
会
郡
国
人
古
和
氏
）
中
に
は
多
数
の
北
畠
氏
奉
行
人
奉
書
等
を
含
み
な
が
ら
判
物
は
一
通
も
検
出
さ
れ
な
い
。
北
畠
被
官
群
に
於
け

る
沢
馬
の
位
置
は
、
佐
藤
・
古
和
氏
に
比
較
し
て
同
盟
軍
的
で
あ
り
、
了
し
い
判
物
は
あ
る
い
は
か
か
る
性
格
か
ら
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
と
も
か
く
北
畠
氏
判
物
は
、
伊
勢
国
司
袖
判
御
教
書
の
機
能
低
下
を
補
姦
し
、
案
件
の
多
様
化
に
対
応
し
な
が
ら
、
そ
の
公
的
性
格
は
や
や

稀
薄
で
あ
っ
た
。

　
〕
　
　
　
　
　
（
北
畠
政
郷
）

　
c
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
〔

　
　
当
寺
領
事
、
任
昌
先
御
代
御
判
之
旨
の
可
レ
被
レ
停
コ
止
奉
行
使
一
之
由
、
依
レ
　
仰
、
執
達
如
レ
件
、

　
　
文
明
十
六
年
二
月
廿
三
日
　
民
部
大
輔
雅
兼
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
眼
寺
住
持
一
阿
弥
陀
仏
　
　
　
⑪

　
〕
　
　
　
　
　
（
北
畠
呉
方
）

　
D
　
　
　
　
（
花
押
）

　
〔

　
　
豪
寺
公
私
寄
進
地
諸
役
皆
免
、
毒
家
同
レ
之
、
井
奉
行
方
綺
上
使
等
停
止
、
其
外
条
≧
法
度
早
事
、
無
漏
当
御
代
御
判
形
御
事
書
之
旨
↓
御
領
掌
不
レ
可
レ
有
昌
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三
三
↓
全
寺
家
可
レ
被
レ
抽
二
御
祈
濤
精
誠
一
之
由
、
依
レ
　
仰
、
執
達
如
レ
件
、

　
　
文
明
十
八
年
拾
月
五
日
　
民
部
少
輔
勝
兼
牽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
眼
寺
住
持
壱
阿
弥
陀
仏
　
　
　
⑫

　
〕
　
　
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
C
・
D
共
に
今
は
廃
寺
と
な
っ
た
「
無
縁
所
」
、
飯
野
郡
射
和
の
福
眼
寺
住
持
一
阿
弥
陀
仏
宛
に
発
給
さ
れ
た
伊
勢
国
司
袖
判
御
教
書
で
あ

　
〔
　
　
　
〔

　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
ノ

る
。
前
者
C
は
寺
領
へ
の
奉
行
使
入
部
停
止
、
後
者
D
は
当
寺
公
私
寄
進
地
諸
役
皆
野
等
を
内
容
と
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
六
代
北
畠
直
黒

　
　
　
　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

・
七
代
具
方
（
材
親
）
が
袖
判
を
加
え
て
い
る
。
北
畠
政
郷
は
文
明
十
八
（
一
四
八
六
）
年
七
月
出
家
し
て
無
調
逸
方
を
称
し
、
翌
八
月
六
日
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
〕

督
を
具
方
に
譲
っ
た
か
ら
、
D
具
方
御
教
書
が
家
督
相
続
に
伴
う
福
眼
寺
寺
領
安
堵
の
一
環
を
な
す
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
付
表
1
に
あ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
カ

う
に
、
北
畠
政
郷
袖
判
御
教
書
は
以
後
姿
を
消
し
、
蘭
方
御
教
書
も
残
存
し
な
い
。
し
か
し
こ
と
を
逸
方
判
物
に
限
れ
ば
、
そ
れ
は
延
徳
二

（一

l
九
〇
）
年
か
ら
明
応
三
（
一
四
九
四
）
年
、
場
合
に
よ
っ
て
は
右
京
兆
細
川
政
元
の
内
紫
赤
沢
華
僑
が
大
和
へ
乱
入
し
た
明
応
末
年
－
永
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

初
年
頃
ま
で
残
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
期
間
は
、
勿
論
具
方
袖
判
御
教
書
・
判
物
も
発
給
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
事
実
に
よ
っ
て
、
北

畠
氏
判
物
が
伊
勢
国
司
判
物
と
は
限
ら
ず
、
袖
判
御
教
書
に
比
較
し
て
公
的
性
格
の
や
や
稀
薄
な
、
い
わ
ば
公
的
書
翰
で
あ
る
所
以
が
理
解
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
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第
三
節
　
北
畠
氏
奉
行
人
奉
警
の
成
立

北
畠
満
雅
期
の
領
国
支
配
の
深
化
と
案
件
の
多
様
化
は
、
北
畠
氏
判
物
の
み
な
ら
ず
北
畠
氏
奉
行
人
奉
書
の
成
立
を
も
招
来
し
た
。

瑚
　
藤
七
郎
事
、
只
今
御
利
益
事
即
題
、
可
レ
有
晶
御
免
一
撃
、
此
由
沢
許
へ
自
レ
其
可
レ
被
昌
相
届
一
葦
、
無
為
御
返
事
被
レ
申
講
者
、
可
レ
有
昌
御
悦
喜
一
由
可
レ
被
・

〔　
申
候
由
所
レ
候
也
、
恐
≧
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
室
罠
部
少
輔
）

　
　
七
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勝
兼
（
花
押
）
　
　
⑯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

右
北
畠
奉
行
人
奉
書
は
朴
木
刑
部
丞
隠
里
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
、
文
明
末
年
～
明
応
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
関
連
文
書
（
次
節
G
朴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔



木
刑
部
丞
忌
引
書
状
）
に
よ
れ
ば
、
罪
科
人
車
七
郎
は
主
家
坂
内
氏
の
「
御
遠
行
」
（
遠
隔
地
へ
の
軍
役
か
）
の
「
御
利
益
」
に
よ
っ
て
赦
免

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

さ
れ
た
。
こ
の
奉
行
人
奉
書
は
恐
ら
く
は
被
害
者
で
あ
る
沢
首
輪
の
遺
恨
無
き
様
、
事
情
を
沢
氏
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
『
道
後
政
所
職
事
』

所
載
の
同
様
式
の
文
書
は
、
荒
木
田
氏
経
に
よ
っ
て
「
北
畠
殿
奉
書
」
と
注
記
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
北
畠
氏
奉
行
人
奉
書
と
称
す
る
こ
と

に
す
る
。
内
容
的
に
は
棟
別
銭
停
止
・
知
行
安
堵
・
感
状
や
寺
領
安
堵
・
寺
領
禁
制
等
公
的
性
格
の
強
い
も
の
か
ら
、
進
物
の
謝
意
等
私
的
書

翰
に
類
す
る
も
の
ま
で
多
様
で
あ
る
。
応
永
年
間
か
ら
北
畠
族
滅
直
前
（
天
正
三
《
一
五
七
五
）
年
）
ま
で
、
伊
勢
国
司
袖
判
御
教
書
に
比
較
し
て
か

な
り
多
量
に
検
出
さ
れ
て
い
る
（
付
表
丑
・
北
畠
氏
素
行
人
奉
書
表
参
照
）
。
奉
書
は
袖
判
御
教
書
の
回
者
と
完
壁
に
一
致
す
る
か
ら
、
こ
の
奉
行

人
奉
書
は
明
ら
か
に
袖
判
御
教
書
に
準
ず
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
根
本
被
官
佐
藤
・
古
和
氏
の
現
存
文
書
中
に
判
物
が
一
通
・

も
含
ま
れ
ず
、
奉
行
人
奉
書
が
逆
に
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
奉
行
人
奉
書
が
判
物
に
比
し
て
、
超
越
的
権
力
的
な
伊
勢
国
司
袖
判

御
教
書
に
よ
り
近
い
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
。

戦闘大名北畠氏の権力構造（西山）

表（1｝北畠氏「公方」奉行人衷

官
途
名

大
蔵
権
少
輔

左
衛
門
少
尉

中
務
大
丞

弾
正
少
弼

中
務
大
輔

兵
部
少
輔

畏
部
大
輔

艮
部
少
輔

中
部
少
輔

宮
内
少
輔

式
部
少
輔

宮
内
大
輔

奉
行
人
名

房教国方親勝雅兼兼兼兼職定

兼兼兼兼兼兼兼泰顕行顕宣最

在
　
　
職
　
　
期
　
　
間

宇
＝
二
五
一
・
一
二
一
五
二
・
四
↓

　
　
↑
＝
二
五
二
・
一
〇
↓

　
　
↑
一
三
五
三
・
九
↓

↑
一
三
六
九
・
一
〇
一
七
二
・
四
↓

　
　
↑
＝
二
九
二
・
一
一
…
・

↑
一
四
〇
七
・
九
一
一
五
・
九
↓

↑
一
四
四
三
・
八
一
八
四
・
二
↓

↑
一
四
八
六
・
一
〇
1
九
六
・
閏
二
↓

　
　
↑
一
五
〇
二
・
一
〇
↓

↑
一
五
〇
九
・
一
一
［
1
　
五
・
六
↓

↑
一
五
一
七
・
九
一
三
九
・
＝
ア
・

三
一
五
四
〇
・
一
浴
ー
七
三
・
一
〇
↓

　
・
1
一
五
七
二
・
四
［
…
七
五
・
山
千
↓

　
盛
者
は
中
務
大
丞
兼
顕
以
後
、
兼
の
通
字
を
有
し
、
飯
高
郡
山
室
を
本
貫
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
山
室
氏
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
山
室
氏
は
す
く
な
く
と
も
兵
部
少
輔
兼
泰
以
降
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

代
々
の
伊
勢
国
司
の
名
の
一
字
を
譲
り
受
け
て
い
る
な
ど
、
伊
勢
国
司
側
近
奉
行

人
と
し
て
極
め
て
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
明
応
八
（
一
四
九
九
）
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

八
月
二
日
沢
兵
部
大
輔
宛
の
北
畠
材
親
御
判
条
々
は
、
表
に
二
個
の
材
親
花
押

（
袖
と
日
下
）
を
有
す
る
が
、
裏
の
継
目
に
四
個
の
所
謂
継
目
裏
花
押
を
も
有
し
、

こ
れ
が
山
室
勝
兼
の
花
押
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
九
月
廿
日
付
沢
兵
部
大
輔
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
北
畠
具
方
（
材
親
）
判
物
は
、
こ
の
御
判
条
々
に
触
れ
て
「
表
裏
加
判
形
」
と

記
し
、
伊
勢
国
司
北
畠
材
親
の
花
押
と
奉
行
人
山
室
勝
兼
の
花
押
を
何
ら
区
別
す

る
所
が
な
い
。
　
『
内
宮
引
付
』
所
載
の
応
永
二
十
一
（
一
四
一
四
）
年
十
月
二
十
三
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日
付
俳
勢
国
司
北
畠
満
雅
御
教
書
で
、
奉
者
兵
部
少
輔
兼
泰
の
花
押
が
「
公
方
御
判
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
内
宮
側
（
お
そ
ら
く
一
禰
宜
荒

木
田
氏
経
）
の
誤
謬
で
も
何
で
も
な
く
、
そ
の
花
押
は
ま
さ
に
「
公
方
御
判
」
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
満
雅
期
を
嚇
矢
と

す
る
奉
行
人
奉
書
は
そ
れ
故
に
北
畠
領
国
内
の
公
権
を
体
現
す
る
文
書
様
式
で
あ
っ
た
。
な
お
本
稿
で
は
、
山
室
氏
を
後
述
す
る
他
の
奉
行
人

層
と
区
別
し
て
、
「
公
方
」
奉
行
人
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。
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第
四
節
　
北
畠
氏
奉
行
人
書
状

　
北
畠
満
雅
の
激
動
の
執
政
期
に
そ
の
史
料
的
端
緒
を
見
る
調
物
と
奉
行
人
奉
書
は
、
黒
総
奉
行
人
制
の
一
定
の
整
備
を
前
提
と
し
て
い
る
。

〕
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
F
　
就
昌
請
田
龍
篤
庵
之
儀
↓
度
≧
預
昌
貴
札
一
候
、
引
墨
種
≧
零
雨
披
露
一
候
処
、
前
≧
闘
班
之
夏
至
レ
無
晶
別
儀
一
郭
、
御
同
心
之
由
候
、
御
書
被
レ
遣
学
問
、
堅
可
レ

〔
　
被
昌
仰
付
｝
候
、
猶
於
昌
巨
細
一
者
、
大
黒
屋
令
レ
申
候
由
、
可
レ
得
昌
御
意
一
州
、
恐
≧
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鳥
騒
尾
左
京
亮
）

　
　
二
門
月
十
ニ
ハ
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
満
栄
（
花
押
）

　
沢
兵
部
大
輔
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
≧
御
中
　
　
　
㊧

①
　
返
≧
不
レ
及
昌
是
非
（
無
為
御
返
事
可
二
目
出
一
徳
、
去
年
被
レ
加
二
面
成
敗
一
候
藤
七
郎
事
、
如
F
此
懸
橋
愚
盲
一
番
、
就
二
坂
内
殿
様
御
遠
行
一
御
利
益
事
谷
間
、

〔
　
此
分
被
昌
仰
出
一
候
、
不
レ
及
昌
子
細
嚇
御
返
事
御
申
可
レ
然
存
候
、
為
二
御
一
覧
一
御
互
書
髭
レ
之
候
、
恐
≧
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朴
木
刑
部
丞
）

　
　
七
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
躬
）

　
　
沢
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
≧
御
中
　
　
　
⑳

　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
F
鳥
総
尾
満
栄
書
状
は
第
二
節
の
B
北
畠
晴
具
判
物
を
施
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
様
G
朴
木
刑
部
丞
文
藻
書
状
は
第
三
節
の
E
北
畠
氏
奉

　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

行
人
山
室
民
部
少
輔
勝
兼
奉
書
を
施
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
鳥
屋
尾
左
京
亮
満
栄
・
朴
木
刑
部
丞
文
責
は
、
大
宮
・
方
穂
・
山
崎
・
佐
々
木
曽

等
量
勢
側
領
国
に
於
け
る
北
畠
一
族
・
国
人
と
共
に
、
北
畠
氏
奉
行
人
集
団
を
構
成
し
た
。
彼
等
は
俘
勢
国
司
袖
判
御
教
書
・
北
畠
氏
奉
行
人



戦国大名北畠氏の権力構造（西山）

奉
書
の
奉
者
で
あ
る
「
公
方
」
奉
行
人
山
室
氏
と
は
開
瞭
に
異
な
り
、
多
気
御
所
北
愚
氏
と
在
地
を
疎
通
さ
せ
る
役
割
を
果
す
。
す
な
わ
ち
北

畠
氏
の
権
力
意
志
は
彼
等
在
地
奉
行
下
層
を
通
じ
て
下
達
さ
れ
、
在
地
の
訴
訟
等
は
彼
等
を
通
じ
て
上
聞
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
『
伊
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

国
司
諸
侍
役
付
』
（
天
正
十
（
一
五
八
二
）
年
六
月
成
立
）
に
は
、
公
事
奉
行
・
軍
奉
行
・
寺
社
奉
行
・
舟
奉
行
・
町
奉
行
・
地
方
奉
行
・
郡
奉
行
・

勘
定
奉
行
・
蔵
奉
行
の
職
掌
分
化
が
見
ら
れ
、
ま
た
鳥
屋
尾
石
見
守
が
家
老
政
所
、
朴
木
隼
人
佐
が
使
番
・
軍
奉
行
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

よ
う
な
職
掌
分
化
あ
る
い
は
地
域
分
化
の
過
程
を
史
料
で
跡
付
け
る
こ
と
は
今
の
と
こ
ろ
不
可
能
で
あ
る
。

　
か
か
る
北
畠
氏
奉
行
人
制
は
、
北
畠
満
雅
の
劇
的
な
敗
死
に
も
か
か
わ
ら
ず
教
具
以
下
に
引
き
継
が
れ
た
。
応
仁
・
文
明
の
大
乱
期
、
満
雅
敗

死
で
雌
伏
し
た
伊
勢
国
司
北
畠
氏
は
再
度
不
気
味
な
蠕
動
を
繰
り
返
す
。
『
南
方
紀
伝
』
は
、
五
代
教
具
の
後
見
大
河
内
顕
雅
の
将
軍
足
利
義
教

へ
の
帰
順
を
「
国
中
分
領
相
定
」
と
表
現
す
る
が
、
国
中
分
領
は
猶
極
め
て
流
動
的
で
あ
っ
た
。
応
仁
二
（
一
四
六
八
）
年
七
月
、
北
畠
教
具
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

世
保
政
康
を
伊
勢
上
善
田
城
に
撃
破
、
文
明
十
一
（
一
四
七
九
）
年
十
一
月
三
日
、
六
代
政
郷
は
畠
山
義
就
等
と
大
和
侵
入
を
企
て
、
更
に
同
年

か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
北
勢
安
濃
郡
の
国
人
長
野
政
高
と
衝
突
、
同
十
八
（
一
四
八
六
）
年
に
は
七
代
具
方
（
母
親
）
が
山
田
三
方
を
破
砕
、
遂

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
外
宮
焼
亡
に
及
ん
だ
。
こ
の
間
、
文
明
九
（
一
四
七
七
）
年
五
月
十
八
日
以
前
、
北
畠
政
郷
は
伊
勢
北
方
守
護
職
を
併
せ
、
幕
府
が
こ
れ
を
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

色
義
春
に
改
補
し
よ
う
と
す
る
と
、
決
起
し
て
義
春
を
撃
破
、
守
護
職
を
確
保
し
た
。
こ
の
北
方
守
護
職
は
南
勢
下
郡
を
除
く
北
勢
八
郡
の
半

国
守
護
職
で
あ
る
が
、
そ
の
北
端
は
員
弁
・
朝
開
郡
に
於
け
る
町
屋
川
・
朝
明
川
水
系
の
国
人
一
揆
－
伊
勢
北
方
一
揆
の
掌
中
に
あ
り
、
鈴
鹿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

・
安
濃
郡
に
は
分
郡
守
護
級
の
国
人
関
・
長
野
氏
が
幡
居
、
　
「
守
護
」
支
配
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
北
畠
氏
が
そ
の
領
国
を

雲
出
川
以
北
へ
拡
大
せ
ん
と
す
る
橋
頭
塗
に
は
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
文
明
十
一
（
一
四
七
九
）
年
八
月
一
一
臼
、
幕
府
は
遂
に
こ
れ
を
一
色
義
春
に

　
　
　
　
⑫

改
補
し
た
が
、
叙
上
の
事
情
と
蓄
積
さ
れ
た
北
畠
氏
の
軍
事
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
一
色
の
守
護
支
配
を
有
名
無
実
化
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
蓄
積
さ
れ
た
軍
事
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
排
出
し
、
蠕
動
運
動
を
繰
り
返
す
北
畠
氏
の
領
国
支
配
は
自
ら
の
体
内
に
あ
る
変
容

を
醸
成
し
て
い
る
。
　
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
明
応
四
（
一
四
九
五
）
年
十
二
月
十
二
日
条
に
よ
れ
ば
、
奉
行
人
高
梱
刑
部
少
輔
方
幸
・
大
宮
式

部
少
輔
勝
置
・
山
室
民
部
少
輔
勝
麗
質
は
沢
兵
部
少
輔
方
満
等
有
力
国
人
摺
を
誘
い
、
北
畠
材
親
宛
に
箇
条
書
の
訴
状
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
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れ
に
は
、
奉
行
人
朴
木
刑
部
丞
文
躬
・
稲
生
兵
庫
助
・
佐
々
木
源
三
左
衛
門
尉
秀
盛
の
生
涯
要
求
を
始
め
、
徳
政
沙
汰
・
領
内
検
断
の
批
判
に

至
る
要
求
事
項
が
列
挙
さ
れ
て
い
た
。
大
宮
鞍
置
等
は
更
に
明
応
六
（
一
四
九
七
）
年
母
親
の
弟
侍
従
師
茂
を
擁
し
、
至
誠
の
舅
木
造
政
宗
を
背

景
に
叛
乱
軍
を
組
織
す
る
。
所
謂
「
俣
勢
国
司
兄
弟
合
戦
」
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
錯
乱
に
於
け
る
材
親
の
勝
利
は
、
北
畠
奉
行
幣
制
の
非
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

格
的
な
官
僚
集
団
化
に
帰
結
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
直
後
、
偶
然
の
契
機
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
宇
陀
国
人
沢
属
宛
の
御
判
条
々
は
、

以
後
具
教
の
智
北
贔
具
房
期
ま
で
継
承
さ
れ
、
法
の
確
認
、
新
た
な
法
の
仰
鈍
な
る
特
徴
を
有
す
る
。
未
成
熟
な
官
僚
集
団
と
法
、
そ
し
て
そ

れ
ら
を
補
填
し
余
り
あ
る
強
大
な
軍
事
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
宇
陀
郡
内
一
揆
の
上
部
を
覆
う
伊
勢
国
司
二
二
氏
は
、
以
上
の
よ
う
な
特
質
を
有
し
て

戦
国
大
名
に
転
身
す
る
。

①
　
　
『
南
方
紀
伝
』
・
延
元
三
（
一
三
三
八
）
車
掌
七
月
二
日
頃

②
　
こ
の
三
代
の
在
職
に
関
し
て
は
諸
説
が
あ
る
。
斎
藤
拙
堂
の
『
伊
勢
国
司
記
略
』

　
は
顕
能
・
山
院
の
二
代
で
顕
信
に
触
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
八
代
国
治
氏
が
顕

　
能
・
顕
信
・
顕
泰
説
、
大
西
源
一
氏
が
顕
信
・
顕
能
・
顕
泰
説
を
立
て
ら
れ
た
。

　
最
近
で
は
中
野
達
平
氏
が
「
南
北
朝
初
期
に
お
け
る
伊
勢
国
司
北
贔
氏
」
（
『
圏
学

　
院
雑
誌
』
昭
和
四
十
九
年
十
二
翔
号
）
で
顕
信
・
顕
能
・
顕
泰
説
（
但
し
大
西
源

　
｝
氏
と
は
在
職
年
次
が
異
な
る
）
を
と
り
、
久
保
田
収
氏
が
「
北
鼠
氏
の
伊
勢
国

　
司
次
第
」
（
『
皇
学
館
大
学
紀
要
』
第
十
二
韓
）
で
貴
書
・
顕
信
・
顕
怪
説
を
と
ら

　
れ
た
。
本
稿
は
付
表
－
伊
勢
國
司
袖
判
御
教
書
表
で
整
理
し
た
よ
う
に
、
　
『
佐
藤

　
文
口
口
』
中
の
正
平
六
（
一
三
五
一
）
年
十
二
月
二
十
七
日
付
御
教
諜
等
の
袖
判
が

　
顕
能
の
も
の
で
あ
り
、
正
平
一
　
十
四
（
一
三
六
九
）
年
十
月
三
日
制
御
教
讃
等
の

　
袖
判
が
顕
信
の
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
久
保
田
収
氏
説
を
と
っ
た
。
な
お
顕

　
儒
花
押
は
久
保
田
氏
も
引
用
し
て
お
ら
れ
る
『
大
物
忌
神
社
文
書
』
正
平
十
三

　
（
一
三
五
八
）
年
八
月
三
十
日
付
北
贔
顕
信
寄
進
状
の
花
押
な
ど
で
明
瞭
に
確
認

　
さ
れ
る
。

③
　
相
田
二
郎
氏
『
日
・
本
の
＋
目
文
盤
日
』
上
四
六
一
～
三
｝
貝

④
　
騨
、
南
方
紀
伝
』
応
永
九
（
｝
四
〇
一
一
）
年
十
月
十
目
条

⑤
詳
細
は
松
山
宏
氏
『
日
本
中
世
都
市
の
研
究
』
（
一
九
七
三
年
）
第
二
編
第
三

　
章
「
北
鼠
満
雅
の
蜂
起
と
多
気
」
参
照

⑥
『
安
養
寺
文
書
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
、
以
下
引
用
文
書
は
特
別

　
注
記
し
な
い
限
り
同
架
蔵
影
写
本
に
よ
る
）

⑦
　
　
『
竹
川
僑
太
郎
氏
所
蔵
文
書
』
文
明
十
八
（
一
四
八
六
）
年
十
月
艶
麗
付
北
畠

　
具
方
（
材
親
）
袖
判
御
教
書
等

⑧
　
『
沢
氏
古
文
書
』
（
内
閣
文
康
所
蔵
、
以
下
『
沢
』
と
略
記
）
第
八
巻
（
以
下
数

　
字
は
巻
数
で
文
書
番
号
を
意
味
し
な
い
）
、
永
正
十
（
一
五
一
三
）
年
七
月
十
六
日

　
付
北
鼠
具
方
（
材
親
）
袖
判
御
教
書
等

⑨
　
『
竹
川
信
太
郎
民
所
蔵
文
書
』
寛
正
五
（
一
四
六
四
）
年
四
月
置
日
付
北
畠
数

　
具
袖
判
御
言
書
聖

⑩
　
『
沢
』
四

⑪
　
『
竹
川
信
太
郎
氏
所
蔵
文
書
』

⑫
　
同
舎

⑬
弘
治
二
（
一
五
五
六
）
年
六
月
十
五
B
付
の
福
眼
寺
宛
教
兼
奉
需
（
問
右
文
書
）

　
に
、
「
今
度
於
二
当
量
｝
勧
進
之
田
下
一
御
付
一
候
、
寺
家
事
之
外
三
幅
二
迷
惑
｝
之
由

　
申
候
、
為
二
無
縁
所
【
之
闘
、
為
下
御
寄
進
以
後
被
二
仰
付
一
事
上
、
可
レ
有
二
御
免
一
候
」
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云
々
と
見
え
て
い
る
。
勧
進
と
は
猿
楽
勧
進
の
こ
と
で
あ
り
、
「
倭
申
楽
之
外
者
、

　
不
ノ
及
レ
遂
二
披
露
｝
可
レ
仕
候
」
（
同
宿
文
書
、
七
月
十
四
B
付
親
爺
奉
書
）
と
義
務

付
け
ら
れ
、
「
就
猿
楽
勧
進
↓
自
然
錐
レ
有
二
喧
曜
口
論
（
可
レ
為
二
相
合
一
事
御
存

　
知
之
上
者
、
不
レ
可
レ
有
二
鋼
儀
一
候
由
所
ノ
候
也
、
」
（
翼
翼
文
書
、
天
文
十
二
食
五

　
四
三
）
年
六
月
廿
六
日
付
置
滋
強
轡
）
と
も
言
わ
れ
て
い
た
。
福
重
量
は
住
持
の

　
名
（
永
陶
弥
陀
仏
・
壱
阿
弥
陀
仏
・
祐
阿
弥
陀
仏
・
才
阿
弥
陀
仏
・
智
阿
弥
陀
仏
）

　
か
ら
見
て
蒔
宗
寺
院
か
と
思
わ
れ
、
付
近
（
あ
る
い
は
寺
内
か
）
に
射
和
市
（
岡

　
右
文
書
、
十
二
月
十
二
日
付
量
感
奉
磐
）
が
存
在
し
た
。

　
　
猶
、
　
「
無
縁
所
」
に
つ
い
て
は
網
野
善
彦
氏
『
無
縁
・
公
界
・
楽
一
日
本
中
世

　
の
自
由
と
平
和
一
』
　
（
一
九
七
八
年
）
参
照

⑭
　
　
『
火
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
八
（
一
四
八
六
）
年
八
月
十
四
三
条
に
「
伊

　
勢
国
司
去
月
十
五
・
六
日
比
入
道
去
々
、
希
有
事
也
、
五
位
鷺
少
将
敷
、
今
月
六

　
段
子
患
伝
漏
…
家
一
云
々
」
と
見
え
る
。

⑮
　
『
沢
』
一
・
一
一
に
次
の
よ
う
な
判
物
が
あ
る
。

　
　
　
（
包
紙
上
書
）

　
　
　
門
澤
と
の
へ
　
仁
方
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
自
二
今
度
細
川
殿
肉
就
三
筒
井
進
退
h
雪
下
被
レ
申
二
子
細
一
年
上
、
新
介
許
容
欝
墳
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
介
二

　
　
由
返
答
候
て
不
二
領
掌
一
間
、
劉
九
郎
殿
岡
心
候
、
傍
十
結
露
二
申
合
剛
爲
二
生
涯
「

　
　
親
様
、
可
ノ
有
二
計
略
一
躍
、
諜
者
來
秋
過
当
吐
山
へ
可
二
勢
邉
一
口
、
如
二
本
3

　
　
威
行
隠
者
、
封
ユ
牢
人
｝
可
レ
有
二
何
事
泄
恨
一
翼
哉
、
細
川
殿
一
段
申
通
信
間
、

　
　
筒
井
事
蓮
≧
可
レ
加
二
思
案
一
首
候
、
能
≧
遠
慮
肝
要
候
也
、
結
言
、

　
　
　
　
卯
月
廿
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
澤
兵
部
大
輔
と
の
へ

　
　
細
川
政
元
の
内
衆
、
沢
蔵
軒
赤
沢
宗
益
の
大
和
乱
入
の
最
終
段
階
、
永
正
三
（
一

　
五
〇
六
）
年
八
月
二
十
四
瞬
、
『
多
聞
院
日
記
』
に

　
　
今
日
自
工
澤
蔵
軒
【
打
廻
、
號
二
数
千
騎
贈
馳
寄
了
、
依
レ
之
東
山
際
之
衆
悉
以
没
落

　
　
了
、
筒
井
与
力
内
衆
以
下
数
十
人
討
死
了
、
言
語
道
断
之
躰
也
、

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
山
間
国
衆
者
、
十
市
・
箸
尾
・
越
智
以
下
南
脇
衆
者
、
悉
堅
磐
武
運
楯
籠
、
堅

　
　
闘
二
相
踏
了
、
北
脇
衆
者
、
愚
論
筒
井
初
詣
吐
山
辺
落
集
了
、
依
レ
之
北
脇
国

　
　
中
土
、
京
衆
之
知
行
分
也
、

　
と
見
え
る
が
、
こ
の
事
態
が
先
記
判
物
の
背
景
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
判
物
は
包
紙
上
需
に
よ
れ
ば
北
畠
単
方
（
政
郷
）
の
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ

　
そ
の
花
押
は
他
の
逸
方
花
押
と
ま
る
で
違
う
。
こ
れ
を
逸
方
最
晩
年
（
永
正
五
貧

　
五
〇
八
）
奪
十
一
一
翅
四
日
麗
去
）
の
花
押
と
す
る
と
、
職
方
判
物
は
永
正
初
年
ま
で

　
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

⑯
　
『
沢
』
八

⑰
　
山
室
民
部
少
輔
勝
兼
の
活
動
時
期
は
、
確
認
ざ
れ
る
所
で
、
文
明
十
八
（
一
四

　
八
六
）
－
明
応
五
（
一
四
九
六
）
年
の
中
に
あ
る
。

⑱
『
道
後
政
所
職
事
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
伊
勢
神
三
郡
政
所
と
検
断
」
（
上
）

　
「
『
日
本
史
研
究
』
一
八
二
）
、
一
、
注
（
1
2
）
参
照

⑲
　
　
『
大
桑
院
寺
社
雑
事
記
』
明
応
四
（
一
燭
九
五
）
年
十
二
月
十
工
日
条
に
「
山

　
室
民
部
少
輔
勝
兼
」
と
見
え
、
ま
た
弾
正
少
弼
兼
行
以
下
、
一
入
の
例
外
も
無
く

　
兼
を
通
義
と
す
る
所
か
ら
、
山
室
測
族
と
判
断
し
た
。

⑳
　
兵
部
少
輔
兼
泰
は
三
代
顕
泰
の
、
民
部
大
輔
雅
兼
は
五
代
教
具
の
後
見
大
河
内

　
雲
粒
の
、
民
部
少
輔
勝
兼
は
六
代
政
勝
（
政
郷
・
逸
方
）
の
、
中
務
少
輔
親
兼
は

　
七
代
歯
痛
（
具
方
）
の
、
宮
内
少
輔
方
兼
は
詞
様
に
七
代
具
方
（
材
親
）
の
、
式

　
都
少
輔
出
講
は
八
代
具
国
（
晴
具
）
の
、
宮
内
大
輔
教
兼
は
九
代
具
教
の
、
房
兼

　
は
十
代
具
房
の
、
そ
れ
ぞ
れ
一
字
を
譲
り
受
け
て
い
る
。

⑳
　
『
沢
』
十
二

＠＠＠＠

『
沢
』
三

『
沢
』
九

『
沢
』
八

『
伊
勢
国
司
諸
侍
役
付
』
は
、
天
正
十
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ﾜ
入
二
）
年
六
月
五
日
大
嶋
内
蔵
　
　
6
1



　
頭
が
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
内
閣
文
庫
所
蔵
天
明
四
（
一
七
八
四
）

　
年
十
月
佐
波
幹
貞
需
写
本
に
よ
っ
た
。

⑳
　
　
『
応
仁
別
記
』
応
仁
二
（
　
四
六
八
）
年
七
月
二
十
入
日
三
等

＠
　
　
『
大
乗
院
三
島
雑
事
記
』
文
明
十
一
（
一
四
七
九
）
年
十
一
月
三
日
三
等

⑱
　
同
鷹
、
文
明
十
一
（
一
四
七
九
）
年
十
一
月
二
十
臼
条
、
二
十
二
（
一
四
八
○
）

　
年
四
月
十
五
日
条

⑳
　
『
内
宮
子
良
館
記
』
　
（
新
校
『
群
書
類
従
』
第
一
巻
二
重
部
）
等

⑭
　
　
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
関
九
（
一
四
七
七
）
年
五
月
十
八
日
条

⑳
　
注
⑱
拙
稿
（
下
）
　
（
『
日
本
史
研
究
』
一
八
三
）
、
三
、
注
（
6
）
参
照

⑳
　
　
『
大
乗
院
寺
後
弾
審
記
』
文
開
十
一
（
一
四
七
九
）
年
八
月
二
日
条

　
　
な
お
『
実
隆
公
記
』
に
よ
れ
ば
、
北
畠
材
親
は
永
正
五
（
一
五
〇
八
）
年
九
月

　
に
伊
勢
守
護
職
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
（
同
八
日
条
）
。

⑳
　
明
応
八
（
　
四
九
九
）
年
八
月
頃
番
付
北
島
材
親
御
判
条
々
（
『
沢
』
十
二
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
応
穴
）

・
れ
・
は
「
右
判
形
粂
之
毎
高
田
参
響
孕
預
玉
篠
鰻
閣
奈
里
乱

　
之
時
、
紛
失
之
由
被
ゾ
層
間
、
如
二
最
前
筋
三
一
傾
掌
上
者
、
下
知
不
レ
可
レ
有
二
相

　
三
一
美
章
」
と
見
え
、
こ
の
御
判
条
々
が
紛
失
状
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

　
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
明
応
六
（
丁
巳
）
年
の
大
和
国
一
乱
と
は
同
年
十
月
～

　
十
一
月
、
畠
山
尚
順
に
応
じ
た
筒
井
順
盛
等
と
古
市
澄
胤
・
越
智
家
栄
等
と
の
戦

　
乱
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
そ
し
て
こ
の
明
応
八
（
一
四
九
九
）
年
材
親
御
判
条
々
は
、
永
正
十
五
（
一
五

　
一
八
）
年
正
月
二
十
三
日
晴
具
御
判
条
々
（
『
沢
』
十
二
）
・
弘
治
二
（
一
五
五
六
）

　
年
五
月
八
日
具
教
御
判
条
々
（
『
沢
』
十
一
　
）
・
永
禄
十
二
（
一
五
穴
九
）
年
十
一

　
月
十
五
臼
具
房
御
判
条
々
（
『
沢
』
六
）
に
継
承
、
発
展
さ
せ
ら
れ
る
。
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第
二
章
戦
国
北
畠
氏
の
宇
陀
郡
支
配

第
一
節
　
「
扶
持
」
の
世
界

　
明
徳
三
（
一
三
九
二
）
年
忌
十
月
二
日
、
後
亀
山
天
皇
が
嵯
餓
大
覚
寺
に
入
御
し
南
北
朝
合
一
は
な
っ
た
。
同
三
日
、
　
『
南
方
紀
伝
』
は
「
南

帝
新
院
出
家
」
を
伝
え
た
後
、
　
「
伊
勢
国
司
北
畠
励
声
所
領
等
如
旧
安
堵
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
大
和
宇
陀
郡
・
伊
賀
名
張
郡
・
伊
勢
数
郡
・
志
摩
英
毒
素
也
、
元
中
九
年
十
一
月
国
司
顕
宿
命
昌
中
務
露
顕
↓
諸
郡
士
卒
給
虚
報
領
地
、
丁
目
元
弘
以
来
ノ
勅

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
宣
井
両
御
代
勅
宣
↓
可
昌
領
知
一
云
云

　
す
な
わ
ち
、
伊
賀
名
張
郡
・
伊
勢
数
郡
（
一
志
・
飯
高
お
よ
び
神
曲
郡
）
・
志
摩
英
虞
郡
と
共
に
大
和
宇
陀
郡
の
領
有
が
伊
勢
国
司
に
安
堵
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

れ
た
、
と
。
元
中
九
（
＝
ご
九
二
）
年
十
一
月
の
北
贔
顕
泰
安
亡
状
は
『
古
和
文
書
』
に
実
例
が
あ
り
、
　
『
南
方
紀
伝
』
の
信
愚
性
を
無
下
に
否

定
で
き
な
い
こ
と
を
物
語
る
。
し
か
し
こ
の
時
、
北
贔
氏
の
宇
陀
郡
面
罵
が
承
認
さ
れ
た
と
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
応
永
十
（
一
四
〇
三
）
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年
九
月
、
多
幸
峰
衆
徒
が
「
偏
彼
一
華
可
晶
収
公
一
故
」
に
宇
陀
郡
を
襲
撃
し
た
際
、
戦
闘
に
よ
り
こ
れ
を
防
衛
し
た
の
は
興
福
寺
衆
徒
国
民
で

　
　
　
②

あ
っ
た
し
、
同
十
一
年
十
月
、
国
人
秋
山
教
実
に
よ
る
郡
内
寺
祉
本
所
領
押
妨
に
対
し
て
、
　
「
御
房
人
衆
徒
国
民
等
悉
被
レ
召
二
上
之
（
不
レ
可
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

合
二
百
秋
山
一
之
旨
、
厳
密
可
レ
有
二
御
下
知
｝
候
」
と
処
置
し
た
の
は
興
福
寺
別
当
大
乗
院
晋
山
で
あ
っ
た
。
更
に
同
十
二
年
八
月
三
十
日
過
将

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

解
義
満
よ
り
大
乗
院
に
、
御
一
骨
料
所
と
し
て
宇
陀
郡
の
管
領
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
事
態
は
、
『
南
方
紀
伝
』
の
当
該
記
事
に

明
ら
か
に
違
背
し
て
い
る
。
た
だ
応
永
二
十
（
一
四
一
三
）
年
八
月
、
当
郡
の
国
人
沢
氏
に
始
め
て
北
畠
満
雅
御
教
書
（
た
だ
し
勢
州
管
領
に
関

　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

す
る
）
が
発
給
さ
れ
、
そ
の
後
、
満
雅
の
叛
乱
終
回
に
宇
陀
郡
土
一
揆
を
背
景
と
し
た
沢
・
秋
山
等
の
名
が
散
見
す
る
な
ど
、
北
畠
氏
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

当
郡
国
人
支
配
の
顕
著
な
微
候
が
認
め
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
顕
泰
↓
満
雅
期
に
宇
陀
郡
国
人
支
配
の
質
的
変
化
が
あ
り
、
教
具
一
政
郷
期
以
降
、

国
人
支
配
か
ら
郡
支
配
に
移
行
し
つ
つ
、
実
質
上
、
当
意
の
分
郡
守
護
と
し
て
そ
の
姿
を
現
わ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
以
上
の
よ
う
な
経
過
で
北
畠
支
配
下
に
落
ち
た
宇
陀
郡
は
、
そ
の
領
国
全
体
の
中
で
如
何
な
る
特
質
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

沢
氏
分
領
の
存
在
型
態
か
ら
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
沢
氏
は
伊
勢
・
大
蒲
に
跨
が
っ
て
所
領
を
保
持
し
た
。
特
に
北
畠
氏
が
沢
氏
に
宛
行
っ
た
勢
州
側
樋
里
は
、
飯
高
郡
神
戸
六
郷
・
一
、
志
郡
入

知
九
名
・
雷
同
小
獣
射
賀
・
飯
野
郡
黒
部
・
多
気
郡
御
糸
・
飯
野
郡
井
口
な
ど
で
あ
る
が
、
神
戸
は
神
宮
領
神
戸
、
小
潮
四
賀
・
黒
部
は
神
宮

領
御
厨
で
あ
り
、
御
糸
・
井
口
は
神
宮
の
網
・
麻
生
産
工
房
た
る
麻
続
・
服
機
殿
の
所
在
地
で
あ
る
。
応
永
廿
二
（
一
四
一
五
）
年
三
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

付
の
沢
伊
与
守
宛
北
畠
満
雅
判
物
に
、
　
「
神
戸
六
郷
内
覧
職
井
検
断
之
事
、
如
レ
法
可
下
畑
レ
致
“
齢
沙
汰
一
給
上
質
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
分
領

に
対
す
る
沢
氏
の
関
わ
り
方
は
、
荘
官
職
な
ら
び
に
そ
の
帰
属
権
限
と
し
て
の
検
断
権
保
持
老
と
し
て
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
文
明
十
五
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

四
八
三
）
年
十
一
月
十
八
日
、
沢
新
介
宛
の
北
畠
政
勝
（
政
郷
）
判
物
は
、
「
御
側
中
事
、
錐
レ
為
二
権
門
華
中
井
御
扶
持
人
ハ
於
闘
盗
賊
人
一
者
搦
二

取
其
方
噴
糺
篇
明
学
科
綿
屋
内
雑
物
等
可
レ
有
二
成
敗
一
候
也
」
と
述
べ
、
更
に
明
応
八
（
一
四
九
九
）
年
八
月
二
日
、
沢
兵
部
大
輔
方
満
場
の
北
畠

材
親
御
判
条
々
で
は
、
分
轄
薦
黒
部
・
飯
高
神
戸
六
郷
・
御
糸
の
「
閣
所
検
断
」
を
再
保
証
し
て
い
る
。
　
「
閥
所
検
断
」
は
閾
所
地
成
敗
権
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

も
包
含
し
た
よ
う
で
、
天
文
八
（
一
五
三
九
）
年
十
一
月
八
二
鼠
付
北
畠
天
祐
（
晴
具
）
判
物
は
沢
兵
部
大
輔
親
満
宛
に
「
闘
所
当
知
行
」
の
安

63 （227）



堵
を
行
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
つ
重
要
な
の
は
、
こ
の
検
断
権
が
単
に
委
任
権
限
に
過
ぎ
ず
、
本
貫
で
の
既
得
権
と
は
本
質
的
に
大
き
な
懸

隔
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
逆
に
大
和
側
所
領
の
性
格
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
宇
陀
郡
全
般
に
関
し
て
は
、
北
畠
天
祐
（
晴
具
）
が
沢
兵
部
大
輔
宛
に
「
於
瓢
郡
内
一
如
何
様
之
豊
島
レ
有
二
出
来
ハ
被
レ
達
篇
上
聞
一
可
レ
被
レ
成
漏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

其
働
一
網
」
な
る
判
物
を
発
給
し
て
お
り
、
逆
に
上
申
が
徹
底
し
な
い
宇
陀
郡
内
部
の
特
殊
な
位
置
を
藩
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
『
沢
氏

古
文
書
』
の
北
畠
関
係
文
書
中
に
、
勢
州
側
分
領
の
個
々
の
所
領
名
が
頻
出
す
る
の
に
比
較
し
て
、
大
和
側
分
領
の
個
々
の
所
領
名
は
殆
ど
現

れ
な
い
。
例
え
ば
、
沢
氏
の
家
督
継
承
時
に
、

　
〕
　
　
　
　
　
（
北
畠
具
方
）

　
H
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
〔

　
　
伊
勢
大
和
分
領
、
先
代
任
晶
判
形
之
旨
↓
領
掌
上
者
、
不
レ
可
レ
有
＝
相
違
一
之
状
、
執
達
如
レ
件
、

　
　
　
永
正
拾
年
七
月
十
六
日
　
宮
内
少
輔
方
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沢
源
五
郎
と
の
へ
　
　
　
⑫

の
よ
う
な
伊
勢
国
司
袖
判
御
教
書
が
発
給
さ
れ
て
も
、
北
畠
氏
は
実
際
に
は
「
大
和
分
領
」
の
内
実
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
疑
わ
れ
る
程
で
あ
る
。
『
三
箇
室
家
抄
』
応
永
十
二
（
一
四
〇
五
）
年
九
月
に
既
に
野
分
と
し
て
見
え
る
沢
五
ケ
村
・
山
型
庄
・
東
河
原
三
ヶ
所

・
牛
牧
領
家
方
・
同
地
頭
方
・
佐
久
良
庄
・
寺
戸
村
庄
・
小
曲
村
庄
・
守
庄
・
畠
殿
庄
・
比
布
庄
・
酉
山
庄
・
北
阿
燕
脂
・
福
智
庄
・
鳥
子
庄

内
三
斜
一
同
・
伊
賀
庄
・
岩
清
水
庄
半
分
、
以
上
宇
陀
郡
十
六
ケ
所
の
中
に
於
て
す
ら
、
　
『
沢
山
古
文
書
』
北
畠
関
係
文
書
で
安
堵
さ
れ
て
い

る
の
は
、
明
応
八
（
一
四
九
九
）
年
八
月
二
日
付
北
畠
材
親
御
判
条
々
に
見
え
る
「
本
領
福
智
庄
」
位
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
勢
州
分
領
に
於
け
る
新
規
扶
持
契
約
破
棄
を
め
ぐ
る
北
愚
法
度
か
ら
、
大
和
所
領
の
特
殊
性
の
具
象
化
を
試
み
た
い
。

　
〕
　
　
（
飯
高
郡
）

　
1
　
　
一
神
戸
六
郷
内
御
扶
持
人
丼
御
権
門
勢
象
扶
持
衆
之
事
、
先
年
以
昌
朴
木
刑
部
丞
一
町
レ
放
レ
無
縫
、
其
己
後
扶
持
人
重
而
被
レ
放
レ
癖
者
也
、
伽
如
乱
削
≧
一

　
〔

　
　
　
可
昌
申
付
一
事
、

　
　
（
一
志
郡
）

　
　
一
八
知
九
名
之
内
、
東
川
八
郎
兵
衛
被
レ
放
昌
御
扶
持
嚇
井
黒
馬
・
又
百
性
嘉
慶
扶
持
仁
不
レ
可
レ
召
コ
欝
欝
｝
御
権
門
勢
家
同
前
事
、
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（
多
気
郡
）
（
飯
野
郡
）

　
　
一
御
糸
・
井
ロ
人
夫
之
事
、
如
二
前
3
可
レ
被
申
付
↓
井
善
大
夫
同
前
事
、

　
　
（
一
窓
郡
）

　
　
一
阿
射
賀
三
分
壱
之
内
、
御
扶
持
人
被
レ
放
コ
遣
之
嚇
如
昌
前
≧
一
可
レ
轟
轟
申
付
一
事
、

　
　
（
飯
野
郡
）

　
　
一
黒
部
之
事
、
上
下
存
知
之
間
、
不
レ
及
晶
沙
汰
輔
同
前
事
、

　
右
面
≧
分
領
勢
州
之
内
、
寺
庵
・
神
人
・
被
官
・
百
性
以
下
自
今
已
後
御
扶
持
仁
不
レ
可
レ
被
レ
召
コ
置
之
↓
御
権
家
勢
家
同
前
、
若
有
甲
背
二
此
旨
一
之
輩
上
者
、

　
　
面
≧
可
レ
為
昌
成
敗
一
者
也
、
傍
一
書
如
レ
件
、

　
　
永
正
八
轟
拾
尋
三
・
　
　
　
．
北
謡
難
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沢
源
四
郎
と
の
へ
　
　
⑬

　
こ
の
北
畠
具
方
（
材
親
）
条
々
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
勢
州
福
分
領
内
に
於
け
る
寺
庵
・
神
人
・
被
官
・
百
姓
以
下
の
扶
持
－
被
官
化
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

禁
遇
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
第
一
条
は
、
長
享
元
（
一
四
八
七
）
年
九
月
十
七
日
付
の
沢
兵
部
大
輔
宛
具
方
判
物
と
対
応
す
る
も
の
で
、

そ
れ
に
は
「
風
炉
神
戸
六
郷
内
｛
権
家
扶
持
人
限
二
棟
一
ケ
年
一
可
レ
破
之
由
、
先
代
以
”
王
使
一
被
二
打
簡
一
上
者
、
至
レ
干
レ
今
不
レ
可
レ
有
一
一
相
違
一
」

と
見
え
、
北
畠
望
郷
（
逸
方
）
期
に
上
使
（
朴
木
刑
部
丞
二
戸
か
）
を
以
て
、
二
十
一
年
を
限
り
神
戸
六
郷
内
権
家
扶
持
契
約
を
棄
賭
し
た
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

実
を
伝
え
て
い
る
。
他
史
料
に
よ
っ
て
新
規
扶
持
の
禁
男
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
二
十
一
ケ
年
は
長
享
元
（
一
四
八
七
）
年
段
階
か
ら
、
遡

っ
て
二
十
一
ケ
年
以
内
の
契
約
破
棄
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
条
の
八
知
栄
名
の
場
合
、
第
四
条
の
小
防
射
賀
三
分
一
の
場
合
も
同

様
に
扶
持
契
約
破
棄
が
謳
わ
れ
て
い
る
が
、
と
も
か
く
重
要
な
の
は
勢
州
側
辺
領
に
限
っ
て
、
寺
庵
・
神
人
・
被
官
・
百
姓
以
下
の
被
官
化
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
原
則
が
大
和
側
辺
領
に
適
用
さ
れ
た
事
例
は
全
く
無
い
。
か
か
る
原
則
が
北
畠
氏
に
よ
る
伊
勢
側
領
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

全
域
で
の
被
官
化
現
象
の
チ
ェ
ッ
ク
を
意
味
す
る
と
も
、
飯
高
神
戸
・
小
鷺
射
賀
・
黒
部
等
の
地
域
的
特
殊
性
に
よ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
た

だ
沢
氏
に
と
っ
て
、
勢
州
側
分
領
が
委
任
権
限
た
る
検
断
権
の
保
有
者
と
し
て
警
察
的
機
能
を
行
使
し
得
る
の
み
で
そ
の
支
配
が
下
地
支
配
に

深
化
し
得
て
い
な
い
・
と
は
確
か
で
あ
鯵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醐

　
し
か
も
こ
の
新
規
の
扶
持
契
約
破
棄
、
被
官
化
の
チ
ェ
ッ
ク
は
、
あ
る
場
合
徳
政
と
重
層
的
に
遂
行
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
6
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〕
　
　
　
　
　
　
　
（
姓
）

J
西
黒
部
御
百
性
等
馬
券
・
質
地
事
、
任
　
御
法
度
旨
碗
可
レ
被
　
執
返
雨
御
下
無
上
老
、
雛
レ
為
　
権
門
方
↓
又
御
判
下
厳
重
可
レ
被
　
申
付
西
被
　
仰
出
篠
、

〔
　
委
曲
尚
両
使
可
レ
被
レ
申
候
、
恐
≧
謹
言
、

　
賜
奎
轟

　
　
九
月
六
臼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朴
木
窮
部
丞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
躬
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沢
殿
人
痴
中
　
⑲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
右
の
北
畠
奉
行
人
朴
木
刑
部
丞
文
躬
書
状
中
、
　
「
御
下
知
」
は
同
目
付
の
北
畠
材
親
判
物
を
指
す
。
明
応
八
（
一
四
九
九
）
年
八
月
二
日
付
材

親
御
遡
条
々
の
第
七
条
に
「
号
二
借
物
ハ
難
レ
有
二
申
子
細
ハ
先
御
代
以
二
成
敗
ハ
就
昌
徳
政
行
ハ
不
レ
及
二
沙
汰
こ
と
見
え
、
　
「
先
御
代
」
北
畠
政

猟
期
に
、
地
域
的
な
施
行
範
照
は
不
明
で
あ
る
が
、
徳
政
（
文
躬
書
状
に
於
け
る
「
御
法
度
」
）
が
公
布
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
文
質
書
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
姓
）

は
沢
当
分
領
飯
野
郡
西
黒
部
の
「
御
百
性
等
放
漫
・
質
地
」
を
執
返
す
べ
く
沢
氏
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
北
畠
氏
は
す
く
な
く
と
も
沢
氏
分

梅
に
潤
て
、
　
「
車
券
・
質
地
」
に
よ
る
「
御
百
姓
」
等
の
分
解
没
落
を
規
制
し
、
同
時
に
「
寺
庵
・
神
人
・
被
官
・
百
姓
以
下
」
の
新
規
扶
持

契
約
を
破
棄
し
た
。
こ
れ
は
戦
機
大
名
権
力
へ
転
身
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
伊
勢
国
司
北
畠
氏
が
、
委
任
権
限
（
検
断
権
）
を
基
礎
と
す
る
沢
聖
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

配
の
対
極
に
、
「
公
儀
の
百
姓
」
を
措
定
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
に
引
き
換
え
、
大
和
裾
分
領
は
樹
齢
に
と
っ
て
「
扶
持
」
の
世
界
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
そ
こ
で
寺
子
・
神
人
・
被
官
・
百
姓

等
を
自
由
に
被
官
化
し
、
自
己
の
軍
事
力
の
増
強
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
戦
国
期
宇
陀
郡
の
在
地
状
況
に
目
を
向
け

て
み
よ
う
。
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第
二
節
　
郡
掟
と
領
中
法
度

　
興
福
寺
大
乗
院
に
祈
薦
料
所
と
し
て
宇
陀
郡
の
管
領
が
委
ね
ら
れ
た
応
永
十
二
（
一
四
〇
五
）
年
前
後
奏
、
　
「
宇
多
国
人
郷
民
等
」
が
郡
内
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

揆
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
は
、
　
『
三
箇
郷
家
抄
』
所
収
の
年
号
不
詳
六
月
廿
五
日
付
「
宇
多
郡
庄
≧
郷
≧
注
文
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
大
乗
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院
の
管
領
は
あ
く
る
応
永
十
三
（
一
四
〇
六
）
年
、
『
宇
多
郡
奉
行
引
付
』
に
「
当
薬
事
、
諸
庄
≧
大
部
沢
・
秋
肉
両
人
令
二
押
領
ハ
去
年
御
所
務

之
躰
有
名
無
実
之
間
、
三
月
御
上
洛
擁
護
鳳
辞
退
申
一
了
」
と
あ
る
如
く
、
沢
・
秋
山
の
押
領
に
よ
っ
て
破
れ
た
、
秋
山
は
宇
陀
国
人
・
温
熱
溝

口
郡
内
一
揆
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
正
長
元
（
一
四
二
八
）
年
二
月
、
満
雅
叛
乱
の
最
中
に
、
沢
・
秋
山
と
共
に
幕
府

軍
に
抗
っ
た
宇
陀
土
一
揆
は
、
実
は
こ
の
郡
内
一
揆
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
戦
国
期
、
宇
陀
郡
内
一
揆
は
新
た
な
装
で
史
料
上
に
現
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
（
包
紙
上
猫
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
出

的
　
「
輝
　
御
宿
所
　
国
堅
」

　
一
郡
内
一
揆
於
昌
申
事
実
｝
者
、
我
人
不
レ
寄
晶
披
官
一
申
談
可
レ
令
昌
成
敗
一
事
、

　
一
喧
峨
刃
傷
之
事
、
不
レ
及
二
勢
立
嚇
条
理
可
＝
申
談
一
事
、

　
一
若
於
二
殺
害
一
者
、
如
レ
法
放
状
二
て
可
レ
有
一
一
御
糺
一
事
、

　
一
我
人
不
レ
寄
昌
披
官
嚇
聯
ホ
之
働
仕
、
走
入
候
共
不
レ
可
レ
有
昌
許
容
一
事
、

　
一
方
質
不
レ
可
レ
有
昌
取
合
㎜
事
、

　　

攪
¥
五
毒
ハ
耳
春
　
展
野
親
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
栄
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
堅
（
花
押
）
　
　
　
⑳

幻
　
禮
上
書
．
　
芳
野

〔　
　
　
　
　
　
　
沢
殿
　
御
宿
所
　
　
　
春
竹
丸
」

　
先
年
、
幽
門
宮
本
一
両
四
人
当
郡
掟
之
事
、
一
紙
以
申
昌
契
約
一
蝶
蝿
、
只
今
秋
山
方
違
篇
候
、

　
諸
公
事
篇
紛
等
之
事
、
如
昌
筋
目
一
弥
可
昌
申
談
｝
候
、
恐
≧
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芳
野

錐
レ
然
於
二
両
三
人
↓
最
前
紙
面
柳
不
レ
可
レ
有
昌
相
違
一
毫
、
将
又
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天
文
六
年
丁
酉

　
五
月
十
八
臼

春
竹
九

南
幽
雲
弊

　
重
綱
（
花
押
）

山
尾
四
郎
左
術
門
尉

　
重
長
（
花
押
）

西
餌
十
郎
右
衛
門
尉

　
久
延
（
花
押
）

萩
膨
有
販

　
久
光
（
花
押
）

68 （232）

　
　
　
（
親
満
）

　
　
沢
殿

　
　
　
御
宿
断
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
コ
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
K
・
L
両
差
の
文
書
に
よ
っ
て
、
享
禄
五
（
一
五
三
二
）
年
、
「
宮
本
」
に
於
て
沢
・
芳
野
・
小
川
・
秋
山
四
氏
が
「
郡
掟
」
匿
K
条
々
を
定
立

　
〔
　
　
　
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

し
た
こ
と
、
天
文
六
（
一
垂
二
七
）
年
、
秋
山
方
が
こ
れ
に
違
焦
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
こ
の
郡
掟
が
定
立
さ
れ
た
「
宮
本
」
は
、
現
菟
田

野
町
古
市
場
の
式
内
宇
太
水
分
神
社
神
前
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
宇
太
水
分
神
社
は
宇
陀
郡
内
に
三
所
、
当
古
市
場
と
上
芳
野
と
下
井
足

に
鎮
座
す
る
が
、
郡
内
に
於
け
る
交
通
・
流
通
の
結
節
点
と
し
て
の
古
市
場
の
地
理
的
条
件
、
お
よ
び
古
市
場
に
鴨
宮
ノ
本
」
の
小
字
名
が
現

存
す
る
こ
と
か
ら
、
郡
内
一
揆
の
神
誓
が
行
な
わ
れ
た
「
宮
本
」
は
、
国
宝
三
社
造
の
社
殿
（
鎌
倉
末
期
建
立
）
を
有
す
る
古
市
場
の
水
分
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

社
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
さ
て
辰
巳
実
親
・
画
学
露
量
は
秋
山
国
記
の
、
南
重
綱
・
山
尾
重
長
等
雷
名
は
芳
野
春
竹
丸
の
そ
れ
ぞ
れ
同
名
衆
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
宇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

陀
郡
内
一
揆
が
甲
賀
郡
中
島
の
よ
う
な
同
名
中
惣
と
の
重
層
的
関
係
に
や
や
近
い
構
造
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宇
陀
郡
内
一
揆
の
梅

造
を
分
析
さ
れ
た
村
田
修
三
氏
は
、
惣
領
と
、
　
「
擬
制
的
に
同
族
集
団
に
包
摂
さ
れ
、
そ
れ
故
に
惣
領
の
家
父
長
制
的
支
配
を
受
け
る
が
、
他

面
惣
領
と
盟
約
的
な
対
等
の
関
係
も
残
し
て
い
る
身
分
」
同
名
と
、
　
「
ま
だ
同
族
集
団
に
包
摂
さ
れ
て
い
ず
、
盟
約
的
な
関
係
の
強
い
身
分
」

与
力
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
出
立
の
「
方
」
集
団
が
、
宇
陀
郡
内
一
揆
の
単
位
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
私
も
承
認
し
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
、
宇

陀
郡
掟
は
四
氏
「
太
し
集
団
の
相
互
の
利
害
調
整
と
、
協
同
し
て
被
官
下
人
の
逃
亡
に
対
処
す
る
た
め
、
神
誓
に
よ
り
定
立
さ
れ
た
領
主
間
協
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約
で
あ
っ
た
。
第
一
・
第
二
・
第
三
・
第
五
条
は
明
ら
か
に
利
害
調
整
の
た
め
に
、
第
四
条
は
被
官
下
人
層
の
逃
亡
（
走
入
）
と
対
決
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

め
に
結
ば
れ
た
協
定
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
応
仁
以
降
の
典
型
的
な
国
人
一
揆
掟
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
第
四
条
は
戦
国
期
の
農
民
緊
縛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

法
と
し
て
戦
国
大
名
法
に
継
承
さ
れ
る
所
謂
人
返
法
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
第
五
条
「
方
質
倉
レ
可
レ
有
二
取
合
一
事
」
の
“
方
質
”
は
、

勝
俣
鎮
夫
氏
に
よ
っ
て
、
　
「
方
質
の
方
と
は
、
か
か
る
組
織
体
（
郡
中
業
内
部
の
一
組
織
、
た
と
え
ば
同
名
惣
を
詣
す
一
西
山
）
を
さ
す
も
の
で

あ
る
と
推
定
し
、
方
質
と
は
、
債
権
者
に
よ
る
債
務
者
の
所
属
す
る
こ
の
方
な
る
組
織
体
の
メ
ン
バ
ー
、
又
は
メ
ン
バ
ー
の
所
有
財
産
の
質
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

行
為
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
国
鳥
・
器
質
な
ど
と
共
に
中
世
を
覆
う
自
力
救
済
理
念
の
一
現
象
型
態
と
し
て
興
味
深
い
内
容
を
持
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
誌
面
は
対
内
的
に
は
「
方
質
取
合
」
を
否
定
す
る
こ
と
で
自
力
救
済
理
念
の
暴
発
を
抑
制
し
、
農
民
緊
縛
法
に

よ
る
農
昆
支
配
の
協
同
を
は
か
り
つ
つ
、
自
律
的
な
一
種
の
平
和
団
体
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
『
沢
氏
古
文
書
』
中
に
は
、
こ
の
黒
革
が
有
効
で
あ
っ
た
享
禄
五
（
一
五
三
二
）
年
～
天
文
六
（
一
五
三
七
）
年
の
期
間
内
に
、
も

う
一
通
の
“
法
度
”
が
存
在
す
る
。

　
〕
（
端
裂
書
）

　
鵬
　
「
御
領
中
法
度
書
」

　
　
　
定
　
法
度

　
　
一
同
名
評
血
中
給
恩
之
田
畠
・
山
林
等
、
私
仁
不
レ
可
嘉
怨
中
野
質
地
之
流
可
レ
為
昌
停
止
↓
自
然
買
主
難
レ
有
レ
之
、
無
山
主
之
判
形
一
品
可
レ
為
レ
損
事
、

　
　
一
寺
庵
之
領
・
堂
宮
田
、
為
晶
時
之
住
持
一
難
レ
有
昌
売
買
事
↓
無
呂
且
手
懸
判
形
【
者
、
可
レ
為
レ
異
事
、

　
　
一
在
≧
所
≧
名
田
之
事
、
隠
呂
地
頭
↓
号
晶
私
領
嚇
難
レ
令
昌
売
買
輔
同
買
主
可
レ
為
レ
損
事
、

　
　
一
博
変
質
地
、
同
流
取
面
≧
可
レ
為
レ
損
事
、

　
　
一
給
分
露
地
、
無
一
一
地
頭
領
主
之
判
形
嚇
他
家
江
不
レ
可
呂
沽
却
両
同
線
方
面
≧
掻
払
他
家
一
撃
一
買
取
↓
不
レ
可
一
一
許
容
↓
但
無
力
之
立
撃
昌
内
輪
｝
混
一
令
一
一
売
買
一

　
　
者
、
非
昌
制
之
限
一
欽
、

　
　
　
右
背
昌
此
条
≧
嚇
無
昌
地
頭
・
旦
那
之
判
形
嚇
於
下
令
呂
売
買
｝
聖
上
者
、
可
レ
処
晶
罪
科
一
章
也
、

　
　
　
天
文
三
年
阿
　
　
　
⑫

　
　
　
　
　
　
∠
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朗
　
御
領
中
御
法
度
之
儀
、
条
≧
蒙
レ
仰
候
、
尤
之
御
儀
候
、
委
細
存
知
潮
候
、
車
中
西
方
可
レ
被
レ
申
候
条
、
不
レ
能
昌
巨
細
一
候
、
恐
≧
謹
雷
、

こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秋
山
）

　
　
三
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
竪
（
花
押
）

　
　
沢
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
返
報
　
　
　
⑬

　
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
M
領
中
法
度
は
そ
の
条
項
に
駆
馳
大
名
法
に
類
似
の
も
の
を
含
む
が
、
　
「
同
名
被
官
中
給
恩
」
な
ど
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
所
を
見
れ
ば
、

　
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

国
人
領
主
法
と
規
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
N
秋
山
国
国
書
状
に
よ
れ
ば
、
こ
の
巽
中
法
度
は
下
穿
満
か
ら
秋
山
国
事
に
回
覧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
論
難
の
「
領
中
」
を
規
制
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
国
人
領
主
法
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
条
は
、
同
名
被
官
中
で
給
田
の
田
畠
・
山
林
を
私
的
に
売
買
す
る
こ
と
、
お
よ
び
質
流
に
よ
る
事
実
上
の

売
買
行
為
の
無
効
、
す
な
わ
ち
主
の
判
形
が
無
け
れ
ば
買
主
の
損
で
あ
る
こ
と
。
第
二
条
は
、
そ
の
時
の
住
持
が
寺
庵
領
等
を
旦
那
の
判
形
無

く
売
買
す
る
こ
と
の
無
効
。
第
三
条
は
、
在
々
所
々
の
名
田
を
地
頭
領
主
に
隠
れ
、
私
領
と
偽
称
し
て
行
な
う
売
買
行
為
の
無
効
。
第
四
条
は
、

博
変
に
よ
る
質
地
・
魚
取
の
無
効
。
第
五
条
は
、
給
分
地
を
地
頭
領
主
の
判
形
無
く
、
他
家
へ
沽
却
、
ま
た
買
得
す
る
行
為
の
無
効
。
但
し

「
無
力
之
甕
」
が
内
輪
で
行
な
う
売
買
行
為
は
例
外
的
に
承
認
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
領
中
法
度
は
地
頭
領
主
・
寺
庵
の
旦
那
を
頂
点
と
す
る
土
地
所
有
秩
序
・
知
行
秩
序
の
確
立
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
地
頭
領
主
・
寺
庵
の
旦
那
は
、
具
体
的
に
は
法
制
選
者
沢
親
満
の
同
名
衆
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
法
は
沢
惣
領

の
み
な
ら
ず
同
名
衆
の
利
害
を
も
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
沢
「
方
」
忌
中
法
度
と
呼
ぶ
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
こ

の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
領
中
法
度
が
、
天
文
三
（
一
五
三
四
）
年
と
い
う
時
点
、
す
な
わ
ち
宇
陀
郡
掟
が
四
聖
の
神
室
に
よ
っ
て
有
効
で
あ
っ
た

時
期
に
定
立
さ
れ
、
そ
し
て
秋
山
氏
に
回
覧
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
法
は
沢
「
方
」
嚢
中
の
自
己
完
結
的
な
法
規
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

一
揆
構
成
員
に
圓
覧
さ
れ
、
　
…
，
尤
之
御
忍
」
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
郡
掟
の
一
環
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
あ
る
。

　
享
禄
～
天
文
初
年
、
北
畠
領
有
下
の
大
和
圏
宇
陀
郡
に
存
在
し
た
郡
内
一
揆
は
、
個
々
の
「
方
し
集
団
を
そ
の
構
成
単
位
と
し
た
。
こ
の
重
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層
構
造
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
郡
掟
を
領
中
法
度
を
有
す
る
こ
と
で
、
在
地
法
的
に
も
重
層
構
造
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
後
者
の
法
は
衆
中
の
承

認
を
得
て
、
前
者
郡
掟
に
昇
華
さ
れ
る
可
能
性
を
常
に
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
郡
内
一
揆
の
構
成
単
位
で
、
巽
中
法
度
な
る
制
定
法
を
有
す
る
「
方
」
集
団
個
々
の
内
部
構
造
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

か
。
次
節
で
そ
の
検
討
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

戦国大名北畠氏の権力構造（西由）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
節
　
土
豪
と
惣
村
－
『
樽
引
付
』
か
ら
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
大
永
七
（
一
五
二
七
）
年
九
月
廿
二
日
付
の
『
樽
引
付
』
は
意
外
に
興
味
深
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
九
月
二
十
一
日
の
宇
太
水
分
神

社
祭
礼
に
嘗
て
、
沢
の
「
若
子
様
」
が
神
事
の
頭
役
を
勤
め
た
際
、
諸
方
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
樽
の
引
付
で
あ
り
、
そ
の
献
納
老
を
整
理
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

表
②
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
内
、
遺
方
と
あ
る
者
は
基
本
的
に
沢
方
と
同
質
の
武
士
団
で
あ
る
が
、
樫
尾
が
沢
被
官
で
あ
る
よ
う
に
、
沢
蟹
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
保
護
従
属
関
係
の
中
に
あ
る
。
某
殿
と
あ
る
者
は
池
・
大
貝
・
安
井
が
沢
同
名
た
る
確
証
が
あ
り
、
芳
野
は
言
わ
ば
与
力
に
準
ず
る
と
思
わ

れ
る
。
某
と
あ
る
者
は
東
川
八
郎
兵
衛
が
一
志
郡
八
知
九
名
に
於
け
る
扶
持
人
で
あ
り
、
樫
尾
が
前
述
の
よ
う
に
沢
被
官
で
あ
っ
た
こ
と
も
明

ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
酒
樽
献
納
者
が
実
は
沢
氏
の
同
名
・
被
官
お
よ
び
そ
の
外
辺
に
位
置
す
る
者
達
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

本
稿
で
は
彼
ら
を
広
義
の
沢
「
方
」
構
成
メ
ン
バ
ー
と
呼
ん
で
お
く
。

　
宇
陀
郡
内
一
揆
内
部
で
の
個
別
領
主
二
連
の
領
主
制
を
考
え
る
場
合
、
沢
惣
領
と
広
義
の
沢
「
方
」
の
関
係
を
究
明
す
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
『
樽
引
付
』
の
献
納
老
グ
ル
ー
プ
か
ら
某
殿
の
グ
ル
ー
プ
、
百
姓
衆
の
グ
ル
ー
プ
と
白
燐
と
の
関
係
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
ω
　
御
方
御
被
官
井
御
家
来
与
此
方
者
、
喧
糀
或
盗
賊
政
論
紛
出
来
之
時
者
、
両
式
楽
レ
及
扁
雲
立
↓
如
月
筋
目
一
毎
夏
可
一
軒
談
一
候
、
可
レ
被
レ
成
二
其
御
心
得
一
候
、

　
〔

　
　
恐
≧
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
原
九
郎
左
衛
門

　
　
十
二
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
　
　
為
秀
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
杉
喜
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
清
（
花
押
）
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表（2）　樽　献　納　者　表

某方殿某

五
寺
山
伏
方
・
宇
野
方
・
ム
ロ
方
・
小
野
方
・
中
岡
方
・
若
狭
守
方
・

樫
尾
方
・
宇
佐
美
方
・
中
野
方
・
中
西
方
・
福
塔
寺
山
伏
方
・
窪
田
僑

方
・
宮
家
修
理
方
・
福
西
方
・
木
村
喜
三
方
・
谷
内
方
・
多
方

輪
田
牧
殿
。
和
泉
守
殿
・
乱
他
斯
刷
左
衛
門
殿
・
酬
同
新
山
ハ
殿
・
十
ハ
貝
殿
・
守
貼
旭

殿
・
西
殿
・
大
井
殿
・
福
醸
殿
・
丹
生
谷
殿
・
滝
谷
殿
・
守
道
辰
巳
殿

・
新
殿
・
向
殿
・
戒
場
殿
・
山
辺
殿
・
大
殿
兵
庵
助
殿
・
木
村
左
近
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貝
）

・
赤
翼
殿
・
高
塚
殿
・
芳
野
殿
・
安
弁
殿
・
同
中
務
丞
殿
・
大
立
い
弥

二
郎
殿
・
鷲
家
殿

西
左
兵
衛
入
道
殿

大
見
式
部
少
輔
殿

高
塚
曝

書
牧
与
五
郎
殿

中
西
平
次
郎
殿
　
御
宿
所

諸
木
野
孫
三
郎

　
為
宜
（
花
押
）

狛
藤
四
郎

　
実
道
（
花
押
）

飯
岡
左
近
大
夫

　
実
次
（
花
押
）

魯

　
　
　
　
樫
尾
引
一
郎
・
宮
家
助
太
郎
・
ヒ
ノ
マ
キ
台
宗
左
衛
門
．
市
揚
九
郎
左
　
　
　
宛
先
集
団
の
内
、
中
西
は
『
樽
引
付
』
の
軟
論
グ
ル
ー
プ
に
中
西
方

　
　
某

　
　
　
　
衛
門
．
せ
井
八
郎
兵
衛
．
爽
川
八
郎
兵
衛
．
神
戸
与
太
郎
　
　
　
　
　
と
見
え
、
他
は
西
．
大
貝
・
高
塚
・
檜
牧
共
に
某
殿
グ
ル
ー
プ
に
含
ま

撫
隷
謙
叢
僻
騰
締
戦
盲
藻
齢
都
鰯
瞬
バ
靴
祭
灘
購

騨
馨
殿
警
衆
塞
挙
赤
醤
蘂
・
佐
久
馨
外
様
衆
中
に
誰
天
そ
の
攣
を
蚤
す
、
」
、
が
で
き
な
い
．
村
田
修
三
黍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
既
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
諸
木
野
は
あ
る
時
期
秋
山
の
軍
団

　
　
　
　
福
泉
・
室
生
百
種
・
な
ら
の
銀
細
工
弥
六
・
御
藤
門
番
・
け
い
蔵
主
・

　
　
他

　　

薗
ﾘ
翻
繍
鑛
灘
卸
内
牧
八
滝
．
小
輪
田
．
近
習
中
．
多
田
殿
御
に
醗
、
れ
て
い
た
、
、
、
が
あ
管
領
原
茸
下
五
名
食
が
酪
の
縁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
故
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

と
こ
ろ
で
こ
の
契
約
状
は
享
禄
五
（
一
五
三
二
）
年
の
K
宇
陀
郡
掟
第
二
条
と
岡
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
差
出
老
集
団
と
宛
先
集
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

と
の
間
で
、
被
官
・
家
来
に
よ
る
面
革
・
盗
賊
行
為
の
紛
争
が
生
じ
た
場
景
、
「
勢
立
」
n
軍
事
行
動
を
圓
要
し
、
「
筋
目
」
に
よ
る
談
合
で
こ

と
を
解
決
し
よ
う
と
い
う
申
し
合
わ
せ
な
の
で
あ
る
。
も
し
か
か
る
盟
約
が
、
実
際
沢
・
秋
山
両
国
人
領
主
の
同
名
衆
問
で
成
立
し
て
お
り
、

同
時
に
遇
盟
約
状
作
成
が
享
禄
五
年
以
後
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
連
署
盟
約
状
は
郡
内
一
揆
の
下
部
構
成
メ
ン
バ
ー
の
利
害
調
整
を
郡
掟

に
倣
っ
て
処
理
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
規
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
逆
に
こ
の
盟
約
状
作
成
が
享
禄
五
年
以
前
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
有
爵
な
国

72　（236）



戦国大名北畠氏の権力構造（西山）

人
領
主
の
与
力
・
同
名
衆
間
の
個
別
的
盟
約
か
ら
郡
掟
へ
の
発
展
の
図
式
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
盟
約
の
背
後
に
二
派
の
土
豪
集
団
の
主
家
（
沢
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
秋
山
）
の
政
治
的
意
志
を
看
取
る
こ
と

は
容
易
で
あ
る
。
沢
派
に
宛
て
ら
れ
た
該
連
署
状
が
沢
の
保
管
に
帰
し
た
よ
う
に
、
沢
派
か
ら
他
派
に
宛
て
ら
れ
た
も
う
一
通
の
連
署
状
が
他

派
の
主
家
（
秋
山
か
）
の
保
管
に
帰
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
沢
等
宇
陀
国
人
が
形
成
し
た
封
建
的
紐
帯
の
枠
は
、
以
外
に
固
定

化
さ
れ
、
同
名
子
等
が
そ
の
抱
え
込
ま
れ
た
枠
を
越
え
て
一
揆
的
盟
約
を
結
ぶ
こ
と
を
拒
否
し
て
い
た
。
盟
約
当
事
老
の
一
方
が
『
樽
引
付
』

の
酒
樽
献
納
老
睦
広
義
の
沢
「
方
」
に
完
壁
に
含
ま
れ
、
他
方
が
逆
に
例
外
無
く
非
献
納
者
で
あ
る
事
実
は
、
右
の
事
態
を
鮮
や
か
に
示
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
次
に
献
納
者
中
の
百
姓
衆
グ
ル
ー
プ
と
沢
氏
と
の
関
係
を
見
よ
う
。

旬
　
返
上
・
拳
殿
さ
ま
吉
を
つ
せ
出
さ
れ
候
禦
御
座
候
間
誰
人
の
人
数
其
方
吉
御
撫
蕉
風
て
可
レ
有
候
・
其
儀
三
吟
ハ
＼
明
日

〔
　
　
　
　
　
（
宇
陀
）

　
　
　
　
う
た
の
市
に
て
其
方
の
人
数
へ
か
」
り
可
レ
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鷲
　
家
V
　
　
　
　
（
買
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
覚
　
悟
）

　
　
折
か
み
い
細
は
い
見
申
言
、
侃
わ
し
か
殿
よ
り
か
い
申
候
よ
し
承
候
、
か
く
こ
に
を
よ
は
す
候
、
た
ふ
い
山
の
儀
、
さ
く
ら
の
山
に
て
無
間
、
其
方
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
告
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
　
向
）

　
　
数
ぬ
す
人
に
て
御
座
候
を
、
わ
し
か
殿
へ
と
つ
け
候
へ
と
承
候
、
い
っ
か
う
か
く
こ
に
を
よ
は
す
候
、
子
細
を
此
物
懇
二
可
レ
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
十
二
月
八
［
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ク
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
下
よ
り

　
　
谷
シ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
ナ
ト

　
　
惣
庄
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
マ
カ
リ

　
　
　
　
ま
い
る
　
　
　
⑪

　
こ
の
折
紙
は
、
村
田
修
三
氏
に
よ
っ
て
賦
質
な
い
し
所
質
を
表
わ
す
、
と
さ
れ
た
極
め
て
魅
力
的
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
佐
久
良
（
サ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ラ
）
・
谷
尻
（
谷
シ
リ
）
・
た
ふ
い
山
・
建
家
（
わ
し
か
）
の
地
理
的
な
関
係
は
、
こ
の
愚
論
時
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
絵
図
（
図
2
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。
差
出
側
の
サ
ク
ラ
地
下
は
『
樽
引
付
』
の
酒
樽
献
納
者
中
の
「
佐
久
良
し
に
相
当
す
る
。
春
日
社
領
佐
久
良
庄
は
既
に
応
永
十
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戦国大名北贔氏の権力構造（西山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

一一

i一

l
〇
五
）
年
、
大
乗
院
に
宇
陀
郡
の
管
領
が
委
ね
ら
れ
た
際
、
沢
五
ケ
柑
等
々
と
共
に
沢
方
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
地
下
n
惣
組
織
が
広

義
の
沢
「
方
」
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
と
し
て
不
思
議
は
無
い
。

　
と
こ
ろ
で
当
絵
図
の
“
た
ふ
い
山
”
の
箇
所
に
は
、
　
「
こ
れ
よ
り
山
手
三
斗
、
わ
し
か
へ
出
ス
」
と
注
記
が
あ
り
、
折
紙
中
の
鷲
家
殿
（
酒

樽
献
納
者
の
某
殿
グ
ル
ー
プ
に
属
す
）
が
“
た
ふ
い
山
”
の
上
分
取
得
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
谷
尻
惣
庄
は
生
家
殿
か
ら
こ
の
“
た
ふ

い
山
”
を
買
得
し
た
と
称
し
て
お
り
、
佐
久
良
地
下
は
稲
戸
・
寒
帰
の
惣
を
誘
っ
て
、
入
山
し
た
谷
尻
惣
庄
側
の
者
を
盗
人
と
き
め
つ
け
て
い

る
。
更
に
佐
久
良
地
下
は
沢
殿
様
の
「
仰
出
」
に
よ
っ
て
、
谷
墨
黒
庄
側
が
自
ら
の
手
で
盗
人
を
成
敗
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
、
そ
れ
が

果
さ
れ
な
け
れ
ば
、
明
日
十
二
月
九
日
、
宇
陀
市
（
現
前
田
野
町
古
市
場
）
に
於
て
谷
尻
惣
庄
側
の
老
に
攻
撃
を
し
か
け
る
と
威
嚇
す
る
の
で
あ

る
。
敵
方
に
属
す
る
不
特
定
多
数
者
へ
の
無
差
別
報
復
は
、
確
か
に
「
債
権
・
債
務
関
係
に
お
い
て
、
債
務
老
が
債
権
者
の
負
債
返
還
要
求
に

応
じ
な
か
っ
た
際
、
債
権
者
が
そ
の
損
害
賠
償
を
求
め
て
、
」
「
債
務
者
の
同
郷
の
者
又
は
同
郷
の
者
の
動
産
を
私
的
に
差
押
え
る
行
為
」
そ
の

　
　
　
　
⑭

も
の
で
あ
る
。
国
質
・
郷
質
・
所
課
な
ど
の
質
取
行
為
の
禁
止
は
、
室
町
期
以
降
の
市
場
法
の
中
に
普
遍
的
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
、
た
と
え

ば
北
島
領
国
内
で
は
、
伊
勢
飯
高
郡
射
和
の
福
豆
寺
響
応
仁
三
（
一
四
六
九
）
年
正
月
付
の
北
畠
教
具
禁
制
に
於
て
、
寺
内
市
で
の
黒
質
・
悪
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

・
殺
生
等
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
事
実
は
、
場
所
・
時
日
が
特
定
さ
れ
る
市
場
が
、
報
復
攻
撃
に
恰
好
の
舞
台
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し

て
お
り
、
佐
久
良
・
帳
尻
相
論
の
事
例
は
抽
象
さ
れ
た
法
文
か
ら
の
演
繹
で
な
く
、
戦
国
期
社
会
の
底
辺
で
展
騙
し
た
解
毒
行
為
の
生
の
姿
を

甦
ら
せ
る
魅
力
に
満
ち
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
問
題
の
折
紙
か
ら
村
田
氏
は
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
鵬
さ
れ
た
。

　
　
当
齎
口
入
衆
に
相
嶺
す
る
機
能
を
行
使
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
ニ
ク
ラ
ス
上
の
国
人
沢
氏
で
あ
る
。
佐
久
良
地
下
か
ら
み
る
と
、
「
殿
様
」
「
仰
出
さ
れ
」

　
　
と
表
現
せ
ざ
る
を
え
な
い
上
位
の
権
力
者
で
あ
る
が
、
佐
久
良
は
そ
の
「
当
直
」
に
服
す
る
か
拒
絶
す
る
か
の
選
択
の
自
由
を
保
持
し
て
い
る
。
　
（
中
略
）

　
　
沢
氏
は
本
領
以
外
の
地
域
で
は
、
郷
質
を
取
り
合
う
関
係
に
あ
る
惣
雪
間
の
争
論
に
対
し
て
、
支
配
者
と
し
て
裁
く
権
限
を
有
し
て
い
な
い
。
ま
た
郡
内
一

　
　
揆
も
そ
の
地
域
支
配
権
を
「
方
」
集
団
の
緬
囲
ま
で
し
か
及
ぼ
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
国
人
層
の
方
質
の
世
界
に
は
郡
内
一
揆
の
支
配
秩
序
が
形
成
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さ
れ
て
い
た
が
、
惣
村
の
菖
姓
の
郷
質
の
世
界
に
は
別
の
政
治
秩
序
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
国
人
層
の
方
質
の
世
界
」
と
「
惣
村
の
酉
姓
の
郷
質
の
世
界
」
の
重
層
と
い
う
魅
力
的
な
見
解
で
あ
る
が
、
実
は
な
お
疑
聞
の
余
地
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
沢
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仰
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

る
。
そ
れ
は
村
田
氏
が
、
追
而
書
の
「
さ
わ
殿
さ
ま
よ
り
を
う
せ
出
さ
れ
候
御
事
御
座
串
間
」
を
「
御
事
御
座
候
と
も
」
と
読
ま
れ
、
そ
の
た

め
に
佐
久
良
地
下
が
沢
の
勧
告
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
無
差
別
報
復
を
決
行
す
る
、
と
解
釈
さ
れ
た
点
に
あ
る
。
し
か
し
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
成
　
敗
V

こ
の
箇
所
は
「
御
事
御
座
候
間
」
と
読
め
、
「
ぬ
す
人
の
人
数
其
方
よ
り
御
せ
い
は
い
候
て
可
レ
有
候
」
の
部
分
、
あ
る
い
は
「
其
儀
な
く
候
ハ

　
　
　
　
（
字
陀
）

」
、
明
日
う
た
の
市
に
て
其
方
の
人
数
へ
か
㌧
り
可
レ
申
候
」
の
部
分
さ
え
も
が
沢
氏
の
「
仰
出
」
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
佐
久

食
下
を
そ
の
広
義
の
「
方
」
に
包
摂
す
る
国
人
沢
が
か
か
る
報
復
行
為
脹
蔓
質
を
「
仰
出
」
し
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
是
認
し
て
い
た
と
し

て
不
思
議
は
あ
る
ま
い
。
沢
は
自
己
と
保
護
従
属
関
係
外
の
谷
尻
鞘
庄
に
対
し
て
、
仲
介
案
の
受
諾
（
す
な
わ
ち
身
内
の
成
敗
）
か
、
「
黒
質
」

か
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
選
択
を
迫
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
国
人
層
の
雷
鳥
の
世
界
」
と
「
惣
村
の
百
姓
の
酒
器
の
世
界
」

と
は
、
政
治
秩
序
の
異
な
る
全
く
併
行
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
後
者
は
国
人
領
主
の
領
域
支
配
に
枠
付
け
ら
れ
る
一
面
を
明
ら
か
に

持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
国
人
層
は
相
互
の
利
害
調
整
の
た
め
に
方
質
取
合
の
禁
止
を
盟
約
し
つ
つ
、
同
時
に
郷
質
を
放
任
し
、
惣
村
が
無
差
別

報
復
の
保
証
、
な
い
し
防
衛
の
保
証
を
得
る
た
め
、
国
人
層
の
広
義
の
「
方
」
内
部
に
積
極
的
に
編
成
さ
れ
よ
う
と
す
る
運
動
を
期
待
し
た
の

で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
戦
国
期
の
宇
陀
郡
の
在
地
構
造
、
そ
し
て
在
地
法
秩
序
と
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
名
字
を
持
つ
侍
分
の
土
豪
も
郷
村

も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
連
合
の
契
機
を
持
ち
は
す
る
が
、
そ
こ
に
は
上
部
権
力
へ
の
被
官
化
の
契
機
が
よ
り
強
く
存
在
し
て
い
る
。
縦
の
紐
帯
は
横

の
連
合
に
明
ら
か
に
優
越
し
て
い
た
。

　
①
　
元
中
九
（
一
三
九
二
）
年
十
一
月
一
日
付
北
畠
顕
泰
袖
判
御
教
書
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
『
沢
』
八
、
応
永
二
〇
（
一
四
＝
二
）
年
八
月
廿
二
日
付
北
畠
満
雅
御
教
書

　
②
　
『
寺
門
纂
条
々
聞
書
』
応
永
十
（
一
四
〇
三
）
二
九
月
偏
一
日
条
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
『
満
済
准
后
日
記
』
正
長
元
（
㎜
四
二
入
）
年
正
月
廿
六
日
条
・
同
二
月
六
日

　
③
『
寺
院
細
々
引
付
』
応
永
十
一
（
一
四
〇
四
）
年
十
月
十
七
日
条
　
　
　

条
等

　
④
　
『
宇
陀
郡
奉
行
引
付
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
⑦
　
た
と
え
ば
『
勢
州
軍
記
漏
に
「
和
州
宇
陀
溝
家
者
、
沢
家
裁
一
也
、
秋
山
家
其
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戦国大名北畠茂の権力構造（西山）

＠＠＠＠＠＠ 　
二
人
也
、
岡
三
家
者
芳
野
家
其
三
人
也
、
此
宇
陀
三
家
者
、
昔
告
野
漁
父
侍
、
北

　
畠
家
之
与
力
也
、
今
為
二
國
司
之
幕
下
↓
各
於
二
勢
州
一
亦
有
二
与
力
被
官
h
司
二
国

　
嗣
之
先
陣
｝
也
、
」
と
あ
る
の
も
参
考
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。
宇
陀
郡
漁
人
支
配
の

　
質
的
変
化
と
は
、
「
与
力
」
↓
「
幕
下
」
な
る
変
貌
を
想
定
し
て
い
る
。

⑧
『
沢
』
一
・
二

⑨
　
『
沢
』
八
、
北
畠
政
勝
は
『
内
宮
引
付
』
（
神
宮
文
庫
所
蔵
＝
一
八
一
号
本
に

　
よ
る
）
所
収
の
文
明
十
三
（
一
四
八
一
）
年
六
月
翌
翌
日
付
内
・
外
宮
～
禰
宜
宛

　
判
物
か
ら
『
浄
眼
寺
文
書
』
文
明
十
八
（
一
四
八
六
）
年
二
月
十
日
付
寺
領
寄
進

　
状
ま
で
、
多
数
の
判
物
類
を
残
し
て
い
る
。
前
者
の
判
物
は
玉
繭
三
奉
行
人
佐
々

　
木
源
三
左
衛
門
尉
秀
盛
・
稲
生
小
三
郎
光
遠
に
よ
り
施
行
さ
れ
、
ま
た
後
者
寄
進

　
状
で
は
北
畠
具
方
（
材
親
）
と
連
署
し
て
お
り
、
政
勝
が
北
畠
家
督
・
伊
勢
岡
司

　
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
当
特
、
文
開
三
（
一
四
七
一
）
年
三
月
二
十
三
日

　
に
政
郷
が
家
督
を
継
ぎ
、
同
十
八
（
一
四
八
六
）
年
八
月
六
日
出
家
、
無
外
逸
方

　
を
名
乗
り
同
線
に
家
督
を
具
方
に
護
っ
て
い
る
。
ま
た
逸
方
は
後
世
七
三
寺
殿
と

　
呼
ば
れ
て
も
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
政
勝
を
政
郷
（
逸
方
）
と
岡
一
人
物
と
判
断

　
し
た
。
た
だ
政
郷
の
妾
腹
の
子
に
政
勝
な
る
人
物
が
い
る
が
、
右
の
如
実
等
に
よ

　
り
彼
を
と
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
な
お
、
政
勝
・
政
郷
・
母
方
の
花
押
は
相
違

　
し
、
文
明
十
五
（
一
四
八
三
）
年
十
一
月
十
八
日
沢
新
介
宛
判
物
は
、
『
浄
限
寺
文

　
書
』
寄
進
状
の
花
押
と
一
致
す
る
の
で
、
北
畠
政
勝
判
物
と
称
し
て
お
い
た
。

　
　
『
沢
』
四

『
沢
』
四

『
沢
』
八

『
沢
』
黒

『
沢
』
三

『
沢
』
三
、
明
応
七
（
一
四
九
八
）
年
三
十
月
九
日
付
の
北
畠
具
方
判
物
は
「
神

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
戸
神
人
衆
文
事
、
為
二
新
御
扶
持
人
｝
不
レ
可
二
二
置
｝
候
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑯
更
に
永
正
十
六
（
｝
五
一
九
）
年
七
月
六
日
付
の
沢
伊
千
守
宛
北
畠
具
国
（
嗜

　
具
）
典
物
で
は
、
「
霊
送
勢
州
分
領
嚇
放
一
…
扶
持
人
一
換
上
者
、
同
名
・
被
宮
・
家
来

　
共
同
ノ
之
」
（
『
沢
臨
八
）
と
見
え
、
勢
州
側
分
書
に
於
け
る
扶
持
契
約
破
棄
の
原
則

　
は
、
惣
領
の
み
な
ら
ず
同
名
・
被
宮
・
家
来
に
も
及
ん
で
い
る
。

⑰
飯
高
神
戸
・
御
糸
・
井
口
。
小
阿
射
賀
・
黒
部
は
伊
勢
神
嘗
領
と
し
て
も
重
要

　
な
地
点
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
小
阿
射
賀
に
は
浄
眼
寺
殿
北
畠
政
郷
の
菩
提
寺
浄
眼

　
寺
が
あ
り
、
八
知
は
北
畠
氏
の
本
月
多
気
と
至
近
距
離
に
あ
る
。

⑱
『
福
島
家
文
書
』
（
京
都
大
学
国
史
研
究
室
架
蔵
影
写
本
）
の
元
亀
四
（
一
五
七

　
三
）
年
九
月
廿
二
日
付
の
北
監
物
宛
北
畠
奉
行
人
山
政
教
兼
・
房
兼
連
署
奉
轡
に

　
「
福
島
一
跡
之
儀
、
薗
≧
子
鍋
二
郎
江
一
円
被
ノ
成
二
御
扶
持
・
候
、
然
二
寺
庵
・

　
被
官
・
百
姓
・
家
来
等
迄
可
レ
為
レ
無
二
前
≧
一
候
、
井
面
扶
持
仁
被
二
重
置
｝
候
段
不
レ

　
可
レ
有
レ
之
」
と
見
え
、
寺
庵
・
被
官
・
百
姓
・
家
来
等
の
扶
持
が
禁
止
さ
れ
て
い

　
る
。
北
鑑
物
は
神
宮
御
師
で
あ
り
、
福
島
跡
所
領
は
度
会
郡
内
に
数
費
す
る
と
思

　
わ
れ
る
が
、
そ
の
所
領
の
性
格
が
闘
確
で
な
く
、
一
応
判
断
を
保
留
し
て
お
き
た

　
い
。
た
だ
こ
れ
も
本
貫
地
に
於
け
る
扶
持
禁
遇
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

⑲
　
『
沢
』
八

⑳
　
『
沢
臨
三

⑳
　
藤
木
久
志
氏
「
大
名
領
国
蔵
町
」
　
（
峰
岸
純
夫
編
『
大
系
日
本
国
家
史
』
2
、

　
一
九
七
五
年
）

⑫
　
当
「
注
文
」
は
宇
陀
郡
敵
人
・
郷
民
等
に
よ
る
大
乗
院
・
一
乗
院
門
跡
領
の
請

　
負
擦
録
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
『
沢
』
八

⑭
　
『
沢
』
八

㊧
　
村
田
前
掲
論
文
も
「
宮
本
」
を
菟
田
野
町
古
市
場
の
宇
太
水
分
神
社
社
頭
に
あ

　
て
て
い
る
。

　
　
な
お
、
永
禄
十
一
（
一
五
六
八
）
年
九
月
廿
一
日
付
『
太
宮
丸
水
分
宮
御
神
事

　
引
付
』
（
『
沢
』
十
三
）
に
も
、
「
若
子
様
御
頭
樽
引
付
」
・
「
伊
勢
大
和
御
盆
脚
之
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
ミ

　
付
」
・
「
禰
宜
御
子
工
渡
引
付
」
等
と
共
に
「
宮
本
工
渡
物
ノ
注
文
」
な
る
項
目
が
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あ
り
、
「
｝
ワ
リ
コ
廿
五
合
　
一
ハ
ス
五
纒
こ
等
々
が
列
挙
さ
れ
、
「
宮
黍
」
が
水

　
分
宮
神
前
を
意
味
す
る
こ
と
を
裂
付
け
る
。

⑳
『
春
日
神
社
文
書
』
、
宇
陀
郡
田
地
帳
（
室
町
宋
期
か
）
に
「
秋
山
辰
巳
当
知
行
」

　
と
見
え
、
辰
巳
が
秋
山
の
同
名
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

⑭
　
甲
賀
郡
中
惣
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
宮
島
敬
一
氏
「
戦
圏
期
に
お
け
る
在

　
地
法
秩
序
の
考
察
…
甲
賀
郡
中
業
を
素
材
と
し
て
i
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
八
十
七

　
寸
話
一
男
）
参
照

⑱
　
第
二
条
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
秋
山
親
雅
書
状
（
『
沢
』
八
）
も
残
存
し
て
い
る
。

　
　
今
度
参
可
レ
被
レ
申
塁
上
者
、
同
名
長
官
百
姓
等
自
然
難
ン
及
二
喧
嘩
等
嚇
如
一
一
太

　
　
法
申
合
｛
可
ソ
致
晶
落
居
｝
候
、
万
一
於
二
違
背
輩
一
者
、
一
段
可
7
加
二
成
敗
一
候
、

　
　
目
出
度
、
恐
≧
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秋
山
）

　
　
　
八
月
十
七
日
　
　
　
　
親
雅
（
花
押
）

　
　
沢
殿
御
宿
所

⑳
永
原
慶
二
氏
「
大
名
領
国
鯛
の
構
造
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
中
世
4
、
｝

　
九
七
六
年
）
は
、
軍
事
酌
性
格
が
強
い
一
五
世
紀
段
階
の
国
人
一
揆
に
比
較
し
て
、

　
応
仁
以
降
の
そ
れ
は
「
農
民
闘
争
・
人
返
・
市
場
問
題
な
ど
領
域
支
配
の
た
め
の

　
諸
契
機
を
媒
介
と
す
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
藤
木
久
志
氏
『
戦
国
社
会
論
騙
　
（
一
九
七
四
年
）
韮
・
第
一
章
戦
馬
法
の
形
成

　
過
程
、
第
二
章
在
地
法
と
農
罵
支
配
参
照

⑭
　
勝
俣
鎮
夫
茂
「
国
質
・
郷
質
に
つ
い
て
の
考
察
」
（
『
鶴
翼
史
学
』
五
六
）

⑫
　
『
沢
』
十
一

⑳
　
『
沢
』
八

⑭
　
た
と
え
ば
第
二
条
は
永
禄
十
（
一
五
六
七
）
年
四
月
十
八
日
『
六
角
氏
式
目
』

　
第
八
条
「
為
二
檀
那
方
嚇
令
二
進
退
榊
諸
寺
庵
領
、
坊
主
焉
坊
為
二
所
行
一
与
奪
譲
沽

　
却
等
、
可
ソ
被
三
栞
破
｛
但
、
難
ノ
為
二
坊
主
↓
號
レ
為
二
看
坊
山
本
寺
領
野
外
、
於
二

　
私
之
買
得
之
地
一
者
、
可
レ
為
二
各
別
備
事
、
」
と
類
似
し
て
い
る
し
、
第
五
条
は
『
新

　
加
鋼
式
』
第
十
九
条
「
以
二
御
思
地
【
入
二
質
物
一
事
」
云
々
と
原
刷
的
に
類
似
し
て

　
い
る
。
（
佐
藤
進
一
氏
・
池
内
義
資
氏
・
芭
瀬
今
朝
雄
氏
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』

　
第
三
巻
武
家
家
法
1
）

⑳
　
『
沢
』
十
三

⑯
　
二
月
晦
日
付
の
沢
宛
北
畠
具
房
判
物
に
「
其
方
被
官
樫
尾
」
と
見
え
て
い
る

　
（
『
沢
』
山
面
）
。

⑳
　
十
月
十
六
日
付
北
畠
奉
行
人
教
兼
奉
書
の
宛
名
に
「
沢
池
殿
」
と
見
え
（
『
沢
』

　
八
）
、
十
月
九
日
付
沢
源
五
郎
宛
北
畠
具
國
（
晴
具
）
判
物
に
「
同
名
安
井
・
大
貝

　
両
人
事
」
と
見
え
る
（
『
沢
』
瞬
）
。

㊥
　
永
正
入
（
一
五
一
一
）
年
十
月
廿
三
日
付
の
沢
源
四
郎
宛
北
贔
具
方
（
材
親
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
志
郡
）

　
御
判
条
々
（
本
章
第
一
節
所
引
）
第
二
条
に
「
八
知
九
名
之
内
、
東
川
八
郎
兵
衛

　
被
γ
放
二
御
扶
持
一
」
と
見
え
、
こ
の
時
、
沢
の
扶
持
を
放
た
れ
て
い
る
（
『
沢
』
三
）
。

⑳
　
『
沢
』
九

⑩
　
他
に
も
岡
様
な
事
例
が
あ
る
。
享
禄
二
（
一
五
二
九
）
年
三
月
廿
四
日
、
赤
植

　
・
向
・
西
三
氏
と
諸
木
野
・
古
世
寺
・
木
屋
三
氏
と
の
闘
で
、
山
鼠
相
論
に
関
す

　
る
取
替
状
が
交
換
さ
れ
た
が
、
赤
埴
・
向
・
西
三
拝
は
酒
樽
献
納
者
中
に
全
員
含

　
ま
れ
、
諸
木
野
・
浮
世
寺
：
木
屋
王
氏
は
全
員
含
ま
れ
な
い
。
　
（
『
沢
』
八
）

⑪
　
『
沢
』
九

⑫
　
　
『
沢
』
十
三

⑬
　
内
閣
文
庫
所
蔵
『
三
箇
院
家
抄
』

⑧
勝
俣
鎮
夫
氏
「
国
質
・
郷
質
に
つ
い
て
の
考
察
」
（
前
掲
）

⑯
　
　
『
竹
川
償
太
郎
氏
所
蔵
文
書
』

　
　
　
　
禁
制
条
ミ

　
　
一
慧
眼
寺
参
詣
之
輩
、
於
一
一
寺
内
一
悪
口
・
静
論
・
狼
籍
、
堅
被
ソ
停
謝
止
之
一
働

　
　
一
謡
・
音
曲
・
笛
・
尺
八
・
鼓
等
軸
レ
停
二
止
之
㎜
事

　
　
一
軍
二
寺
中
舗
酒
宴
可
レ
停
二
止
之
一
再

　
　
一
御
堂
之
庭
、
馬
不
レ
可
レ
繋
ソ
之
事

　
　
一
魚
・
鳥
・
竪
物
、
門
内
不
レ
可
γ
入
レ
之
事
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（一

j
臼
日
軍
勢
宿
丼
上
使
宿
不
ノ
可
ゾ
曲
事

（一

j
□
□
□
曲
舞
之
宿
不
レ
可
レ
叶
事

（
一
）

□
於
二
寺
中
一
商
売
停
止
之
事

（一

j
口
於
二
寺
内
一
国
質
・
郷
質
・
殺
生
等
之
事

右
依
レ
仰
所
レ
定
如
γ
件
、

　
応
仁
三
晶
正
月

日
　
畏
部
大
輔
雅
兼
奉

結
章
　
戦
国
大
名
北
畠
氏
と
宇
陀
郡
内
一
揆

、
戦
国
宇
陀
郡
の
在
地
構
造
と
戦
国
大
名
北
畠
氏
に
よ
る
支
配
の
図
式
を
示
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

戦国大名北畠氏の権力構造（西山）

戦
国
大
名
北
畠
氏

郡
内
一
揆　

　
　
与
力
衆

沢
　
惣
領
↓
同
名

　
　
　
与
力
衆

秋
山
惣
領
↓
同
名

　
　
　
　
与
力
衆

炉
芳
野
惣
領
↓
岡
名

　
　
　
　
与
力
衆

小
川
惣
領
↓
同
名

　
　
ロ
コ
コ
ヒ
　
ロ
ロ
　
ヨ

・
被
官
衆
・
惣
村
…

　
，
「
I
I
し
1
1
1
1
し

．
被
宮
衆
・
物
心
村
｝

・
被
官
衆
・
惣
村
…

・
被
官
衆
・
惣
嫁
…

i勲礫目桑i
口i｝・ロー
i惣目惣ll惣I
l村目村日村l
L－L’一J　LI：一i　L一’．．’一」

で
郡
一
揆
は
明
ら
か
に
自
律
的
な
地
域
権
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
地
域
権
力
は
、

象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
個
々
の
個
別
領
主
一
同
名
器
等
の
自
律
性
が
極
め
て
強
い
不
安
定
要
因
を
持
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
防
衛
す
る
た
め
、
郡
一
揆
体
制
を
保
持
し
つ
つ
も
、
個
々
に
強
力
な
上
部
権
力
北
畠
氏
の
被
官
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

要
因
そ
の
も
の
の
揚
棄
を
目
指
し
て
い
た
。

　
北
畠
領
国
、
特
に
宇
陀
郡
に
於
け
る
か
か
る
在
地
構
造
は
、
戦
国
大
名
北
畠
氏
の
権
力
構
造
内
部
に
如
何
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

個
別
領
主
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
北
畠
氏
は
無
論
彼
等
に
給
恩
の
所
領
所
職
を
宛
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
を
そ
の
軍
役
体
系
内
部
に
包
摂
し
た
。
そ
の
際
、

　
戦
国
期
宇
陀
郡
に
於
て
、
土
豪
・
惣
村
を
貫
く
縦
の
紐
帯
は
、
各
惣
領
を
頂

点
と
す
る
求
心
的
な
三
角
構
造
を
持
ち
、
更
に
そ
れ
は
領
中
法
度
に
よ
る
自
己

完
結
的
法
秩
序
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
内
、
惣
領
・
同
名
衆
レ
ヴ
ェ
ル
で
連

累
し
、
領
主
聞
利
害
を
調
整
・
自
力
救
済
理
念
の
暴
発
を
抑
制
し
な
が
ら
、
農

民
緊
縛
法
に
よ
る
農
民
支
配
の
協
同
を
は
か
っ
た
の
が
戦
国
期
の
宇
陀
郡
内
一

揆
で
あ
り
、
そ
の
枠
組
み
は
無
熱
で
定
立
さ
れ
た
軒
陰
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い

た
。
戦
国
大
名
北
畠
氏
は
日
常
的
に
は
宇
陀
郡
内
部
に
容
豫
せ
ず
、
そ
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
掟
に
対
す
る
天
文
六
（
一
五
三
七
）
年
の
秋
山
離
反
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
個
別
領
主
達
は
自
警
の
利
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
内
一
揆
の
不
安
定
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軍
役
体
系
を
堅
持
す
る
た
め
、
各
惣
領
の
一
族
・
同
名
・
被
官
衆
に
対
す
る
支
配
を
擁
護
す
る
。

劔
　
就
品
太
菊
幼
生
↓
家
中
之
義
、
同
名
被
官
諸
事
恣
之
再
案
不
レ
可
レ
然
候
、
向
後
分
領
已
下
穂
懸
、
鞍
壷
二
表
裏
聡
慧
見
一
者
、
可
レ
為
昌
曲
事
一
塁
、
多
事
可
レ

〔
　
被
レ
得
昌
御
意
一
候
、
以
晶
其
旨
一
可
レ
被
レ
加
昌
御
下
知
一
候
、
此
等
被
官
中
歯
レ
被
嵩
申
聞
｝
候
、
委
曲
磁
壁
民
部
少
輔
被
レ
鮮
血
也
、
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
畠
具
教
）

　
　
壬
十
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沢
太
菊
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拝
同
名
御
中
　
　
　
②

　
こ
の
北
畠
具
教
判
物
は
、
沢
惣
領
の
死
に
際
し
て
、
家
督
継
承
者
沢
太
菊
丸
の
同
名
・
被
官
衆
支
配
を
確
認
さ
せ
た
も
の
で
、
同
時
に
上
部

権
力
北
畠
氏
へ
の
上
聞
を
義
務
付
け
て
い
る
。
更
に
明
応
八
（
一
四
九
九
）
年
八
月
二
日
前
北
畠
材
親
御
判
条
々
の
第
二
条
で
は

　
　
伊
勢
・
大
和
一
族
被
官
事
、
背
二
惣
領
｛
自
然
難
レ
有
昌
直
遺
筆
儀
↓
可
レ
為
二
面
≧
成
敗
一
上
者
、
不
レ
可
レ
有
昌
許
容
一
也

と
述
べ
、
一
族
被
官
が
惣
領
に
背
い
て
北
贔
氏
に
直
接
越
訴
（
直
奏
）
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
戦
国
大
名
北
畠
氏
は
、
個
別
領

主
の
一
族
（
同
名
と
同
義
か
）
・
被
官
衆
に
対
し
、
職
権
に
よ
る
強
制
的
法
廷
帰
属
権
を
持
た
な
い
の
は
も
と
よ
り
、
自
ら
そ
の
可
能
性
を
も
放

棄
し
、
惣
領
の
一
族
被
官
成
敗
権
を
確
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
北
畠
軍
役
体
系
の
基
礎
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
各
惣
領
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

自
己
の
同
名
被
官
衆
を
統
合
し
、
小
倭
衆
・
波
昼
衆
の
如
き
自
律
的
な
小
領
主
連
合
と
協
同
し
つ
つ
戦
闘
に
参
加
す
る
。

　
し
か
し
以
上
の
よ
う
な
戦
国
北
畠
氏
の
個
別
領
主
掌
握
は
常
に
郡
内
一
揆
の
黙
認
と
重
層
的
に
存
在
し
た
。
い
や
む
し
ろ
北
畠
氏
自
身
が
積

極
的
に
｝
揆
体
制
の
創
出
を
目
指
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
　
『
佐
藤
文
書
』
中
の
次
掲
の
北
畠
氏
奉
行
人
山
室
教
兼
奉
書
に
注
意
し
た
い
。

　
幻
　
爾
≧
仁
依
レ
叢
説
難
之
在
所
事
、
製
革
御
被
官
参
一
任
二
譲
状
一
被
昌
充
行
一
候
、
然
者
一
繋
揆
組
外
軍
勢
嚇
次
軍
役
其
勤
肝
要
候
、
其
外
奉
公
応
レ
晴
可
レ
被
二
子

　
〔

　
　
付
一
候
、
御
領
掌
永
代
不
レ
可
レ
有
昌
相
違
一
之
由
所
レ
候
也
、
恐
≧
謹
言
、

　
　
天
文
廿
三

　
　
　
十
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
兼
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
又
四
郎
殿

　
伊
勢
一
志
郡
国
人
佐
藤
又
四
郎
に
与
奪
の
在
所
を
安
堵
し
た
当
墨
壷
奉
書
中
、
傍
線
部
分
が
極
め
て
重
要
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
給
恩
と
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戦国大名北畠氏の権力構造（西山）

し
て
宛
行
わ
れ
た
与
奪
の
在
所
に
対
す
る
見
返
り
と
し
て
の
佐
藤
又
幽
郎
の
奉
公
は
、
コ
↓
揆
首
魚
軍
勢
一
次
軍
役
其
勤
肝
要
候
」
と
義
務
付

け
ら
れ
る
。
　
「
組
」
の
実
態
が
明
瞭
で
な
い
が
、
或
い
は
年
号
不
詳
三
月
十
日
付
の
房
兼
奉
書
に
見
え
る
「
番
」
組
織
（
こ
の
適
合
、
佐
藤
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

丹
生
寺
・
久
世
・
瀬
田
・
牧
野
と
番
を
組
ん
で
い
る
）
を
意
味
す
る
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。
北
愚
氏
本
領
一
志
・
飯
高
二
郡
は
、
大
河
内
・

坂
内
を
始
め
と
す
る
各
地
の
支
域
を
単
位
と
し
て
直
接
支
配
が
浸
．
透
し
た
地
域
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
伊
勢
国
司
初
代
顕
能
の
二
男
華
甲
を
祖

と
し
て
、
一
志
郡
木
造
城
に
拠
る
一
族
中
最
大
の
勢
力
木
造
氏
が
、
満
雅
挙
兵
時
・
明
応
錯
乱
（
第
一
章
第
四
節
）
時
に
敵
対
す
る
な
ど
、
必

ず
し
も
北
畠
氏
の
領
国
秩
序
が
確
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
か
か
る
郡
内
状
況
の
中
で
、
有
事
の
軍
役
催
促
に
先
立
ち
、
一
揆
創
出

が
給
恩
宛
行
の
見
返
り
に
要
求
さ
れ
た
の
は
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
戦
国
大
名
北
畠
氏
は
、
支
城
単
位
の
支
配
が
確
定
し
な
い
在
地
状
況
の

中
に
、
被
官
国
人
層
に
よ
る
地
域
的
な
自
治
体
欄
i
一
内
部
規
律
を
所
有
し
外
圧
に
抵
抗
す
る
、
そ
の
意
味
で
一
種
の
平
和
団
体
一
を
構
築

し
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の
論
旨
に
一
抹
の
真
実
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
か
の
在
地
状
況
の
中
に
、
重
層
構
造

を
持
っ
て
存
在
し
た
宇
陀
郡
内
一
揆
が
、
北
畠
氏
の
権
力
構
造
内
部
に
如
何
に
構
造
的
に
組
み
込
ま
れ
た
の
か
と
い
う
設
間
に
対
し
て
、
提
出

さ
れ
る
仮
説
は
自
ら
定
ま
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
北
畠
氏
に
と
っ
て
、
宇
陀
郡
は
「
種
の
自
治
区
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
佐
藤

氏
の
場
合
と
異
な
り
、
宇
陀
郡
内
一
揆
は
戦
国
大
名
権
力
に
よ
っ
て
権
力
的
に
設
定
創
出
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
宇
太
水
分
神
の
信
仰
圏
内
部

で
、
軍
事
衝
突
の
回
避
と
農
民
緊
縛
法
に
よ
る
農
民
支
配
の
協
同
を
目
的
と
し
て
独
自
に
生
成
し
た
も
の
で
、
無
論
「
一
謝
揆
組
外
軍
勢
一
次

軍
役
其
勤
肝
要
候
」
な
る
表
現
を
無
媒
介
に
宛
て
嵌
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
戦
国
大
名
北
畠
氏
が
、
「
右
、
令
二
群
集
結
党
一
類
老
、

違
調
背
上
（
強
甲
張
下
一
之
謂
也
、
不
レ
可
レ
不
レ
誠
、
若
有
二
結
党
盟
誓
之
儀
出
没
訓
盤
面
西
之
所
領
野
立
レ
被
レ
追
罰
却
分
国
一
」
（
『
新
誌
制
式
』
第
二
十
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
受
勲
党
類
一
丸
令
二
盟
誓
一
事
」
）
の
よ
う
な
原
則
で
、
宇
陀
郡
掟
或
い
は
宇
陀
郡
内
一
揆
に
対
処
し
な
か
っ
た
の
は
確
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基

本
的
に
は
郡
内
状
況
は
郡
内
一
揆
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
戦
国
大
名
北
畠
氏
は
こ
れ
に
容
曝
し
な
か
っ
た
。
た
だ
有
事
（
宇
陀
郡
に
限
ら
ず
領
国

自
体
に
と
っ
て
の
）
乃
至
必
要
に
応
じ
て
の
番
に
際
し
て
の
み
北
畠
氏
の
軍
役
体
系
は
機
能
し
た
。
そ
し
て
軍
役
体
系
の
基
本
単
位
と
し
て
の

個
捌
領
主
制
の
維
持
の
た
め
に
、
北
畠
氏
は
一
族
・
同
名
・
被
官
衆
に
対
す
る
惣
領
支
配
の
擁
護
に
腐
心
し
た
の
で
あ
る
。
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か
く
し
て
宇
陀
郡
内
一
揆
お
よ
び
個
別
領
主
は
、
戦
国
大
名
北
畠
氏
の
権
力
構
造
内
部
に
構
造
的
に
組
み
込
ま
れ
た
。

①
天
文
六
年
の
秋
山
国
堅
離
反
に
よ
っ
て
も
、
郡
内
一
揆
越
階
自
体
が
崩
壊
し
た

　
と
は
考
え
て
い
な
い
。

②
　
『
沢
』
五

③
　
『
沢
』
四

　
　
　
就
二
今
度
出
張
｛
波
豊
衆
・
小
倭
衆
二
二
先
規
口
器
年
歴
レ
為
二
一
味
一
之
由
存
知

　
　
　
候
、
万
一
諸
ロ
多
仁
手
分
事
候
者
、
重
醐
可
二
申
談
｝
候
、
尚
鳥
屋
尾
豊
前
守

附
表
1
・
伊
勢
上
司
袖
判
御
教
書
表

　
　
　
可
レ
申
候
也
、
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
畠
晴
臭
）

　
　
　
　
七
月
廿
七
碍
　
　
　
　
（
花
押
）

④
　
　
『
佐
藤
文
書
』
、
た
だ
こ
の
場
合
は
「
御
方
様
御
上
洛
」
に
つ
い
て
の
「
番
替
」

　
の
史
料
で
あ
る
。

⑤
　
佐
藤
進
｝
氏
・
池
内
義
資
罠
・
百
瀬
今
朝
雄
疑
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
三

　
巻
武
家
家
法
1

注
…
袖
判
の
項
で
（
人
名
）
と
な
っ
て
い
る
の
は
袖
判
の
無
い
も
の
で
あ
る
。

年
　
月
　
日

正
平
6
・
1
2
・
2
7

正
平
7
・
4
・
1
9

　
同
　
　
右

正
平
7
・
1
0
・
2
9

正
平
2
4
・
1
0
・
3

建
徳
2
6
・
2
1

建
徳
3
・
4
・
5

文
中
2
・
9
・
8

元
中
9
・
1
1
i

応
永
1
0
・
2
・
1
9

応
永
1
4
・
9
・
2
7

応
永
1
4
・
9
・
2
9

応
永
2
0
・
8
・
2
2

応
永
2
1
・
1
0
・
2
3

応
永
2
2
・
5
・
2
1

応
永
2
2
・
9
・
1
8

慕
告
3
・
8
ら

宛

先

佐
藤
宥
衛
総
四
郎

儒
夫
佐
藤
彦
左
衛
門
尉

信
夫
佐
藤
弾
正
忠

古
和
嶋
軍
忠
一
族
中

古
和
一
族
申

古
和
鵬
軍
忠
者
中

古
和
一
族
中

佐
藤
助
次
郎

佐
藤
助
次
郎

上
野
安
養
寺
納
所
方

佐
藤
助
次
郎

沢
伊
与
守

玉
　
　
井

佐
藤
籍
蔵
人

同
　
　
右

安
養
寺
方
丈

袖

判

籔同岡岡同問出塁顕同同藁囲同同岡顕

暑右右右右右翼讐泰右右右信右右右能

奉

者

内

容

大
蔵
権
少
輔
定
置

　
同
　
　
　
右

　
同
　
　
　
右

左
衛
門
少
尉
職
寛

弾
正
少
弼
兼
行

　
岡
　
　
右

　
同
　
　
右

中
務
大
層
兼
顕

中
務
大
輔
兼
顕

中
務
大
輔
（
兼
泰
）

兵
部
少
輔
兼
泰

兵
部
少
輔
兼
泰

　
同
　
　
右

　
同
　
　
右

　
同
　
　
右

　
同
　
　
右

民
部
少
輔
雅
馴

亡
夫
跡
知
行
安
堵
の
見
返
り
と
し
て
忠
勤
要
求

軍
勢
催
健

同
　
右

度
会
郡
二
見
郷
南
北
間
口
村
狼
藷
停
止

兵
粒
料
所
宛
行
（
三
重
郡
南
松
本
地
頭
職
半
分
）

囲
　
右
（
安
濃
顯
郡
司
職
等
）

朝
明
郡
四
生
御
厨
地
頭
職
安
堵

兵
革
料
所
宛
行
（
飯
高
郡
深
田
御
園
地
頭
職
）

恩
賞
料
安
堵

兵
根
無
所
宛
行
（
一
志
郡
吉
安
半
分
）

在
所
坂
出
諸
方
田
畠
安
堵

兵
搬
料
所
宛
行
（
多
気
郡
遍
照
寺
領
）

飯
高
神
戸
棟
励
停
止

飯
高
郡
砦
松
庄
神
戸
戸
田
井
上
分
安
堵

兵
繧
料
所
宛
行
（
一
志
郡
神
戸
）

一
志
郡
高
野
跡
安
堵

寺
領
違
乱
停
止

出

典

佐
　
藤
　
文
　
書

　佐内沢山安佐　古南　古品
同黒氏藤養藤同 J同�@　　　古　寺
右文前文文雄文右文㌦文実録
　　　　　　　　　　　常常　書付書書書書　書文

安
養
寺
文
書
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嘉
吉
3
・
1
1
・
3

文
安
元
・
8
・
3

長
禄
3
・
1
1
・
8

寛
正
5
4
・
晦

文
明
3
・
7
・
2
9

文
閉
5
・
2
・
2
2

文
明
1
1
・
7
・
2
2

文
明
1
6
・
2
・
2
3

文
明
1
8
・
1
0
・
5

文
亀
2
・
9
・
晦

文
亀
2
・
1
0
・
1
1

永
正
1
0
・
7
・
1
6

永
正
1
2
・
6
・
1
9

永
正
1
4
・
1
0
・
2
6

永
正
2
6
・
6
・
2
4

享
禄
3
・
1
2
・
1
1

天
文
1
7
・
1
2
・
7

天
文
2
1
・
7
・
2
5

天
文
2
1
・
1
1
・
2

佐
藤
又
四
郎

岡
　
　
右

福
眼
寿
永
隅
弥
陀
仏

閣
眼
寺
壱
阿
弥
陀
仏

安
養
寺
方
丈

福
眼
寺
壱
阿
弥
陀
仏

滝
野
河
下
坊

福
眼
寺
壱
陣
弥
陀
仏

同
　
　
右

福
限
寺
祐
晦
弥
陀
仏

岡
　
　
右

沢
源
五
郎

令
悠
蔵
主

福
眠
寺
才
阿
弥
陀
仏

福
眼
寺
祐
阿
弥
陀
仏

和
伊
与
守
・
沢
兵
都
大
輔

福
限
寺
智
陶
弥
陀
仏

福
眼
寺
祐
・
智
阿
弥
陀
仏

沢
次
郎

「司同同具具同弼同同［司具岡同政薮同教同語

　　　　　　　　　　　　　　ロ右右右教際右右右右右方右右郷づ器具右右

民
部
大
輔
雅
兼

同中部嗣同同同「司

右右難平融業右右

民
部
少
輔
勝
兼

民
部
大
輔
雅
兼

中
務
少
輔
親
兼

宮
内
少
輔
方
兼

　
同
　
　
右

式
部
少
輔
圏
兼

　
同
　
　
霜

　
同
　
　
右

宮
内
大
輔
教
兼

　
同
　
　
右

　
敦
　
　
兼

当
知
行
・
度
会
郡
遍
照
寺
領
安
堵

三
宅
小
太
郎
即
知
行
安
堵

寄
進
地
図
安
堵

寺
領
へ
奉
行
使
入
部
停
止

本
寺
領
・
新
寄
進
地
違
乱
停
止

諸
　
役
　
皆
免

｝
志
郡
中
村
上
庄
中
坊
供
僧
職
等
安
堵

寺
領
へ
奉
行
使
入
部
停
止

公
私
寄
進
地
諸
役
皆
免

藤
縄
寺
住
持
職
安
堵

公
私
寄
進
地
諸
役
欄
干

伊
勢
・
大
和
分
領
安
堵

住
持
職
安
堵

公
私
寄
進
地
諸
役
皆
免
等

福
眼
寺
住
持
職
安
堵

宮
河
口
国
安
堵

公
私
寄
進
地
諸
役
劇
中
等

　
　
同
　
　
　
　
右

伊
勢
・
大
和
分
領
安
堵

佐
　
藤
文
　
書

　
同
　
　
　
右

四
用
信
太
郎
氏
所
蔵

　
同
　
　
　
右

安
養
寺
文
書

竹
川
儒
太
郎
氏
所
蔵

四
四
寺
文
雷

竹
用
信
太
郎
氏
所
蔵

　
同
　
　
　
右

　
同
　
　
　
右

　
同
　
　
　
看

沢
氏
古
文
霞

浄
眼
寺
文
書

竹
川
信
太
郎
氏
所
蔵

　
同
　
　
　
開

聞
氏
古
文
書

竹
用
信
太
郎
氏
所
蔵

　
阿
　
　
　
田

沢
氏
古
文
書

附
褒
皿
・
北
畠
氏
奉
行
人
奉
書
表

、
年
　
月
　
碍

　
　
　
7
・
2
1

　
　
　
1
0
・
9

寛
正
5
・
4
・
2
6

応
仁
3
・
正

文
明
1
3
・
9
・
1
1

　
　
　
5
・
2
4

　
　
　
1
0
・
4

宛

所

佐
藤
助
次
郎

道
後
政
所
（
荒
木
田
経
満
）

（
福
眼
寺
）
壱
阿
弥
陀
仏

田
　
　
宮
　
　
寺

福
　
　
眼
　
　
寺

王
寺
少
五
郎

奉

出腐

内

容

出

典

兵
部
少
輔
兼
泰

　
ム
武
　
　
　
　
昌
疑
・

　
舞
　
　
　
　
募

　
婁
　
　
　
　
驚

　
瓜
小
　
　
　
轟
ヌ

民
部
大
輔
雅
兼

　
乙
益
　
　
　
　
　
藷

　
珊
　
　
　
勇

　
同
　
　
右

　
同
　
　
右

感
　
状

飯
高
単
比
具
の
上
分
に
つ
い
て

福
山
寺
住
持
職
安
堵

禁
制
（
国
質
・
軽
質
・
殺
生
等
）

寺
領
安
堵

当
寺
上
葺
檜
皮
、
知
辺
・
山
内
で
買
得
の
承
認

射
和
寺
×
「
御
所
様
御
扶
持
人
」
の
審
理
指
示

佐
　
藤
文
　
書

道
後
政
所
職
事

竹
川
信
太
郎
氏
所
蔵

　
同
　
　
右

内
　
宮
　
引
付

竹
川
信
太
郎
氏
所
蔵

　
同
　
　
宕
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年
月
　
日

　
　
　
M
．
鵬

　
　
　
耕

　
　
　
9
・
2
1

延
徳
2
・
1
0
・
1
1

明
応
2
・
8
・
2
2

明
応
4
・
1
2
・
2
6

明
応
5
・
閏
2
・
1
2

　
　
　
8
・
2
8

　
　
　
3
・
1
8

　
　
　
7
・
1
3

　
　
　
7
・
4

永
正
6
・
1
2
・
1
5

　
　
　
1
0
・
1
7

　
　
　
9
・
2

　
　
　
1
0
・
2
3

永
正
1
4
・
9
・
1
1

大
永
3
・
1
1
・
1
8

大
永
8
・
4
・
6

天
文
3
・
1
2
・
3

天
文
7
・
9
・
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衆
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木
刑
部
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佐
　
　
　
　
藤

福
　
　
眼
　
　
寺

古
和
借
屋

福
　
　
眼
　
　
寺

榎
木
蔵
松
寿
大
夫

朴
木
刑
部
丞

伊
射
和
寺
（
福
眼
寺
）

祐
阿
弥
陀
仏

王
寺
小
五
郎

安
保
勘
由
左
衛
門
尉

三
　
　
　
　
瀬

令
応
蔵
主

榎
　
　
　
　
倉

佐佐佐同福射王福安
　　藤　　 寺　保
　　又　眼和小眼
　　三　　 五　蔵

藤藤郎右寺寺郎寺人

奉

者

　　式
同鼠都同：方方方親同同圃同岡問勝細岡同同
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右兼灘右兼ε兼兼右右右右右右窮鮪右筆箱

　　兼

同同同阿同同同同

右：右右霜：右右右

内

容

新
塔
九
輪
の
事
に
つ
き
鋳
物
師
×
大
工

〃
購
和
寺
之
敷
地
之
内
笠
屋
≧
敷
網
事
”

感
状
（
教
具
の
紬
…
判
あ
り
）

「
面
ミ
当
参
珍
重
」
「
慮
今
以
後
」
「
可
被
加
御
扶
持
」

神
戸
棟
別
銭
停
止

感
状

村
山
小
塩
寄
進
地
・
見
性
寺
安
堵

「
金
剛
之
自
照
」
に
於
て
壱
銭
宛
行

御
茶
進
物
之
謝
意

浜
七
越
河
独
知
塩
分
安
堵
他

「
藤
七
郎
窮
」

「
勧
進
之
儀
」
に
つ
き
「
倭
申
楽
」
以
外
は
披
露
に
及
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ず

射
和
寺
住
持
職
安
堵

鍛
…
和
祐
阿
弥
扶
持
の
事

古
和
嶋
奥
・
借
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両
人
「
可
申
子
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打
置
」

古
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轍
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・
砒
旧
犀
一
許
へ
能
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野
「
肋
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次
之
儀
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目
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軸
徴
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」
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判
あ
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安
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右
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国
暦
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杉
大
夫
暦
申
付
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半
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要
請

下
血
寺
半
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の
儀
、
申
し
聞
か
す
べ
く
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寺
鐘
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用

射
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辺
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の
購

当
寺
鐘
借
燭
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感
状

岡
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弥
十
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役
画
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同㌦開嗣翫同割眠同和嗣撫倉㌫，撫氏和藤同岡
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跡文右繍耀文旧型叡右斜文糟文饗文文文響胴
　　書　　　　所書　ii　E｝書　書　　所警書所書所書齊書書
　　　　　　　蔵　　　　　　　　蔵　　蔵　蔵
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戦国大名北贔氏の権力構造（西山）
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城
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大
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倉
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大
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奥
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詳
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宮
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橋
賃
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「
一
書
条
≧
御
披
見
候
」
云
≧

「
於
其
方
沢
領
知
分
、
毎
年
高
水
二
悉
損
之
由
」
云
≧

「
本
知
高
張
当
知
行
」
安
堵

猿
楽
勧
進
に
つ
ぎ
喧
嘩
口
論
「
相
合
」
た
る
べ
き
こ
と

専
修
寺
門
徒
、
諸
国
其
煩
無
し

感
　
状

同
　
右

「
親
一
跡
」
養
子
と
し
て
相
続
承
認

「
与
奪
之
在
所
」
充
行

「
本
領
被
宮
百
姓
家
平
等
」
「
返
下
」

古
勅
奥
在
陣
の
時
、
命
令
違
反

専
修
毒
門
徒
、
諸
騒
其
煩
無
し

「
蒲
≧
佐
藤
又
賜
郎
跡
職
」
安
堵

鯛
一
懸
の
礼

「
就
宮
松
御
悩
御
晦
之
儀
」
御
礼
を
進
む

感
状
「
面
≧
訴
訟
事
被
成
御
思
案
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「
佐
藤
㈱
訴
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之
儀
」
佐
一
膝
へ
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示

師
壇
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丹
生
・
佐
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両
郷
之
儀
宿
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事
被
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等
下
地
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付
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P
）
せ
ず
、

「
沢
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」

「
於
前
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」

射
和
板
屋
照
郎
五
郎
家
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行
安
堵

嘉
例
の
御
茶
請
取

当
辺
勧
進
之
儀
「
為
無
縁
所
之
問
」
「
可
有
御
免
」

丹
生
大
璽
州
麗
当
土
工
へ
澄
明
料
寄
准
旧
、
百
姓
編
…
回
沙
汰

「
宵
和
之
儀
」
に
つ
き
「
還
住
」
申
し
聞
か
す
べ
し

「
古
和
艦
内
之
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」
「
還
住
」
（
虫
損
多
し
）

（
不
詳
）

当
寺
法
度
条
々
（
教
派
袖
判
あ
り
）

沢
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古
文
書
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看
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右
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翔
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藤
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懸
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The　System．　of：．Rule　of　the　Kitabatαlees北畠氏，

　　　　　　Princes　．of　the　Sengoleu　）｝k　pa’　Period

by

M．．　Nishiyama

　　This　article　aims　at　maklng　an　answer　．to　the　problem　of，what　position

to　be　giVe．n　for．．the　G1％％％α盛劾屠郡内一一t揆：．．of　Uda宇陀．．　canton　in　the

syste1皿of　rule　of　the　Kitabatakes　－」ヒ畠氏，　princes　of．．the　Sengofau　単k国

period．　ln　．the　canton　of　that・time，　there．　were　．two　levels／of　associations

of　the　lords：the　Gun？zai一ピんんガ．　of．the．IQrds　of　first　rank＝a耳d　the　Kataプテ

associations・　around．　each．　member．　o’£　’　the　ifelei．．　・　And　there・　were，　corre－

spondingly・．・，　two　levels　of／　laws：　the　law．of．　the　cantpn．一for　the／．iklei　and

laws　of’doinalns　for　Kata　associations．．，A　Kata　association　consisted　of

Yorilei．与力．　and．1）o脚。－s伽同名衆，　and　in　a　wide　sense　it　also；included

Soso7z．惣村．．But　at．　any　rate．the．ties　of　depe1ユdence　clearly　predominated

over　the　solidarities・of　the・associations．　The　Kitabatalees，　ln　principle，

did　not・intervene・in　tlie　government・of／the　canton　considered　as　a　self－

goveming　dominio1ユof　the魏紘．．　and　only　when　some　events　had　come

they　organized．　the　lords，　of　the　cantoB　according　to　the・sy＄tein　of　military

service　．due・　to　the　princes．　Tlierefore　for．the／purpose，　of　supporting

the　lordships　bek｝g　primary．uBits　of　that　system，　they　safeguarded　with

effort　the　domination　by　the　patriarch　over　the　clan，　Domyo－shzc　and

vassals．

The　Mechanical　Silk－Reeiing　lndustry　in　the　Cai　ian．a－

C能州漸Districton　the　Eve　of　the　World　Depression

by

S．　Okumura

　　In　the　stuclies　of　Chinese　economy　after　the　establlshment　of　the

ハJanchire，g南京Government　in　1927　it　has　been　a　mainly　held　view　that

‘bureaucratic　capital’，　typified　by　the　‘∬髭彦achia彦su　匹i＝メ（家JJ3ミ’，　and

（327）




